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第１章　終了時評価調査の概要

１－１　調査の経緯と目的

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）は急速な経済成長によりエネルギー消

費が 1990 年から 2006 年の 16 年間で約 5 倍に増加したとされており、これに伴い、エネルギー

分野から温室効果ガス（Greenhouse Gas：GHG）排出量も増大している。このような状況に対し、

ベトナム政府は経済開発と環境保全の両立、低炭素社会の構築をめざして、GHG の排出削減に

取り組む方針を掲げている。

国家 GHG インベントリは、GHG 排出源 ･ 吸収源ごとの人為的な排出量 ･ 吸収量を算出し、国

全体の GHG の収支を明らかにするものである。また、国家 GHG インベントリは、GHG の排出

削減と吸収増加から成る気候変動緩和策が GHG 収支に与える中長期的な貢献度を把握して、低

炭素社会への転換の進捗状況を測る環境分野の国家統計であり、気候変動に対応する政策策定の

基礎データとなる。GHG の排出状況を把握し効果的に削減するには、データが正確で時系列的

一貫性を有し、排出 ･ 吸収量算定方法が明確なインベントリを定期的に作成することが重要であ

る。

ベトナム政府は、これまで国連気候変動枠組条約（United Nations Framework Convention on 
Climate Change：UNFCCC）締約国会議（Conference of the Parties：COP）に報告する国別報告書

（National Communications：NC）（第１回 NC は 2003 年、第２回 NC は 2010 年）を作成した経験を

有するものの、これまでそれぞれのNCに含まれる国家GHGインベントリ作成についてアドホッ

クに専門家チームを形成、結成して実施したため、前提となるデータのリソースや計算方法が異

なるなど、一貫して連続的に比較可能なデータを有していないことが課題となっている。

このような背景から、ベトナム政府は、データが正確で時系列的一貫性を有し、排出 ･ 吸収量

算定方法が明確な国家 GHG インベントリを作成し、気候変動対策の政策決定に活用することを

目的に、国家 GHG インベントリ作成に係る能力強化についてわが国に技術協力を要請し、「国

家温室効果ガスインベントリ策定能力向上プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」と記す）の

実施に係る討議議事録（R/D）及び協議議事録（M/M）が 2010 年 6 月 18 日に署名された。

その後、2010 年 9 月から 3 年間の予定で協力を実施することとなり専門家が派遣されたが、

ベトナム国内の予算確保や実施体制構築等に係る手続きに想定以上の時間を要し、この間、活

動に大幅な遅れが生じたことからベトナム国天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and 
Environment：MONRE）から協力期間を延長するよう要請があり、M/M にて 2014 年 5 月まで協

力期間を延長することとなった。

本プロジェクトは、MONRE 気象水文気候変動局（Department of Meteorology, Hydrology and 
Climate Change：DMHCC）を主なカウンターパート（C/P）機関として、天然資源環境戦略政策

研究所（Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment：ISPONRE）、気象水文

環境研究所（Institute of Meteorology, Hydrology and Environment：IMHEN）、ベトナム環境保護総局

（Vietnamese Environmental Protection Agency：VEA）と協働で実施しており、現在、1 名の（長期）

専門家（チーフアドバイザー／ GHG インベントリ国内制度）、及び、主に GHG インベントリの

各分野を担当する短期専門家チーム（総括ほか約 6 名）が本プロジェクトに従事している。

今回の終了時評価調査では、C/P 機関と共に本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析する

とともに、プロジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、評価報告書に取り

－ 1 －



まとめ、合意することを目的とする。

１－２　調査団の構成

担当 氏名 所属 派遣期間

団長 川西　正人
独立行政法人国際協力機構（JICA）国際協

力専門員

2 月 23 日

～ 3 月 1 日

GHG インベントリ 
（１）

野尻　幸宏

独立行政法人国立環境研究所地球環境研究

センター温室効果ガスインベントリオフィ

ス（GIO）マネージャー

2 月 25 日

～ 28 日

GHG インベントリ 
（２）

赤木　純子
公益財団法人地球環境戦略研究機関

（IGES）北九州アーバンセンター

2 月 23 日

～ 3 月 1 日

協力企画 碓井　祐吉
JICA 地球環境部気候変動対策室兼環境管

理グループ

2 月 19 日

～ 3 月 1 日

評価分析 伊藤　治夫 株式会社アイコンズ
2 月 10 日

～ 3 月 1 日

※ ベトナム側からは、天然資源・環境省（MONRE）の任命により、Tran Duc Hai（Mr.）（MONRE シニアエ

キスパート）が合同評価ミッションメンバーとして参加する。

１－３　調査日程

日付 活動内容 宿泊

2014 年 2 月 11 日（火） 評価調査団員　ハノイ着（14：30, VN311） ハノイ

2 月 12 日（水）
JICA ベトナム事務所打合せ（13：30-15：00）
プロジェクト専門家聞き取り（15：00-16：30）

ハノイ

2 月 13 日（木）
DMHCC への聞き取り（9：00-10：00）
VEA への聞き取り（14：10-15：40）

ハノイ

2 月 14 日（金）

IMHEN ヘの聞き取り（9：00-10：40）
MOT への聞き取り（14：00-14：40）
MARD への聞き取り（15：10-15：40）

ハノイ

2 月 15 日（土）

2 月 16 日（日）

データ収集、分析

資料作成
ハノイ

2 月 17 日（月）
ICD（MONRE）への聞き取り（15：00-15：30）
資料作成

ハノイ

2 月 18 日（火）

IMHEN（PMU）への聞き取り（9：00-9：30）
ISPONRE への聞き取り（10：20-11：30）
VET（PMU）への聞き取り（13：30-14：10）

ハノイ

2 月 19 日（水） 協力企画団員ハノイ着（14：30, VN311） ハノイ

2 月 20 日（木）
プロジェクト専門家聞き取り（9：00-10：10）
資料作成

ハノイ

2 月 21 日（金） 資料作成 ハノイ
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2 月 22 日（土） 資料作成 ハノイ

2 月 23 日（日）
団長ハノイ着（17：25, MI654）
GHG インベントリ（２）団員ハノイ着（14：05, VN331）

ハノイ

2 月 24 日（月）

JICA ベトナム事務所打合せ（11：00-12：00）
DMHCC、ISPONRE、IMHEN、VEA との合同キックオフ会

合（14：30-16：00）
ハノイ

2 月 25 日（火）

ドナー会合（10：00-11：30）
GHG インベントリ（１）団員ハノイ着（14：30, VN311）
温暖化プロジェクト内部会議（16：00-17：00）
GHG インベントリ（２）団員ハノイ発（0：20, VN310）

ハノイ

2 月 26 日（水）
M/M 最終ドラフト作成

M/M 協議
ハノイ

2 月 27 日（木）
M/M 協議（9：00-12：00）
GHG インベントリ（１）団員ハノイ発（0：20, VN310）

ハノイ

2 月 28 日（金）

M/M 署名・交換（11：00-11：30）
JICA ベトナム事務所報告（15：00-16：00）
在ベトナム日本国大使館報告（16：30-17：00）
ハノイ発（0：20, VN310）

ハノイ

3 月 1 日（土） 団長ハノイ発（12：40, SQ175）

１－４　主要面談者

（１）天然資源環境省（MONRE）
① 気象水文気候変動局（DMHCC） Mr. Nguyen Khac Hieu（副局長）ほか

② 天然資源環境戦略政策研究所（ISPONRE）
  Dr. Nguyen Lenh（気候変動、海洋、諸島局長）ほか

③ 気象水文環境研究所（IMHEN） Dr.  Nguyen Van Thang（副所長）Dr. Huynh Lan Huong（気

候変動研究センター長）

④ベトナム環境保護総局（VEA） Dr. Nguyen Duc Toan（局長）Mr. Duoug Dauh Mauh（副局長）

⑤国際協力局（ICD） Dr. Do Nam Thang（局長）

（２）農業農村開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）

科学技術環境局 Dr. Dinh Vu Thanh（副局長）ほか

（３）交通運輸省（Ministry of Transportation：MOT）
環境局 Mr. Tran Anh Duong（副局長）ほか

（４）他ドナー

① 国連開発計画（UNDP） Policy Advisor Mr. Koos Neefjes
② 欧州連合（EU） Mr. Hoang Thanh
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③  SilvaCarbon（USAID） In-country coordinator Mr. Vo Viet Cuong

（５）JICA 事務所

沖浦　文彦 次長

鈴木　唯之 所員

江頭　英二 企画調査員

掛川　三千代 企画調査員

Mr. Nguyen Vu Tiep ナショナルスタッフ

（６）JICA 専門家

玉井　暁大  国家温室効果ガスインベントリ策定能力向上プロジェクト

長期専門家

榎　剛史  国家温室効果ガスインベントリ策定能力向上プロジェクト 
短期専門家（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）

河野　高明 気候変動対策支援プログラム（SP-RCC）アドバイザー

富坂　隆史 MONRE 専門家

（７）在ベトナム日本国大使館

大東　道郎 参事官

１－５　調査対処方針

（１）基本方針

① 　プロジェクトの現在までの活動の進捗・投入実績、プロジェクト目標や成果の達成状況

を確認するとともに、目標を達成するため残りの期間で対応すべき課題を抽出し、提言を

行う。（プロジェクト専門家による活動進捗状況の取りまとめは付属資料２のとおり。）

② 　評価５項目に基づき、プロジェクトの評価を行う。（評価グリッド案は付属資料３のと

おり。）

③ 　（ベトナム側から要請されている）2014 年 10 月末までのプロジェクト期間延長の妥当

性を確認し、延長期間における協力内容について協議する。2014 年末にベトナム政府が

国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に提出する第１回隔年更新報告書（BUR）1
において、

本プロジェクトで作成する 2010 年の国家 GHG インベントリが含まれる予定であることか

ら、2010 年のインベントリの完成と BUR の作成・承認プロセスを確認したうえで、第１

回 BUR 作成支援までを視野に入れた延長期間の協力内容を検討する。

④ 　以上の結果を終了時評価調査報告書として取りまとめ、ミニッツ（M/M）にてベトナム

側と合意する。

1
　 隔年更新報告書（Biennial Update Report：BUR）とは、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に加盟している開発途上国が、2 年

に 1 回の頻度で提出しなければならない報告書。第１回報告書は 2014 年 12 月までに提出すべきとされている。BUR には、国家

GHG インベントリ（直近 4 年以内のもの）と、国別に適切な緩和行動（Nationally Appropriate Mitigation Actions：NAMA）とその

効果に関する情報を含めることとなっている。
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（２）終了時評価の視点・ポイント

１）プロジェクトの成果・進捗の確認

①　2005 年、2010 年のインベントリの作成状況、完成見込み

・ 2005 年のインベントリについては昨年 7 月にドラフト完成（英語、越語）、その後関

係省庁からのコメント対応に時間を要し、現時点でまだ最終承認には至っていない。

・ 2010 年のインベントリについては、今年 5 月までにドラフト（英語、越語）完成予定。

②　インベントリの算定方法改善に係る成果の確認

・ 2005 年と 2010 年のインベントリでカバーされるカテゴリー / サブカテゴリーの数

（ノーテーションキーの付記を含む）、対象分野ごとの方法の改善（より適切なデー

タ、排出係数の特定を含む）に係る成果を確認する。

＜参考＞

ベトナム政府が第２次国別報告書で報告した 2000 年の国家 GHG インベントリには

38 カテゴリーのデータが含まれていたが、本プロジェクトで作成する 2005 年と 2010
年のインベントリでは、115 カテゴリーをカバーする予定。

③　インベントリの完成に向けて、特に懸案となっている事項の確認

・ 2005 年のインベントリでは、特に「土地利用・土地利用変化及び林業（Land Use, 
Land Use Change and Forestry：LULUCF）」分野での吸収量の計算についてデータ提供

者（である Forestry Inventory and Planning Institute：FIPI）との調整に時間を要した。

・ 2010 年のインベントリの各分野におけるデータ収集・算定に係る進捗と、完成に向

けた課題の確認と必要に応じて提言を行う。

２）ベトナム側の国家 GHG インベントリ体制整備

①　C/P 機関である MONRE の 4 機関の役割分担と組織能力強化

・ インベントリ作成のための持続的な体制整備・能力強化という観点から、現状を分

析し、課題・問題点がある場合には必要に応じ提言を行う。

＜参考＞

主な C/P 機関である気象水文気候変動局（DMHCC）の下、GHG インベントリの国

内制度（成果１）は主に天然資源環境戦略政策研究所（ISPONRE）が担当し、各分野

のデータ収集・算定活動（成果３）は気象水文環境研究所（IMHEN）とベトナム環

境保護総局（VEA）がナショナルコンサルタントと連携して行っている。

②　ベトナム国内の関係機関（他省庁等）との協力関係構築

・ インベントリ対象分野の関係省庁・機関からはナショナルコンサルタントを通じて

データ収集を行っているが、プロジェクト活動では、法的根拠が不明確であるため

データが入手しづらい、プロジェクトでデータを購入しなくてはならないという事態

も生じている。

・ 各分野のデータ算定に関しては、一部の省庁が独自にデータの算定（小計）を行いた

いという意向も示している。

・ プロジェクトでのこれまでの関係機関（他省庁等）との協力（関与）の状況とその課

題について取りまとめる。可能であれば、他省庁の担当者へのヒアリングを行う。

・ プロジェクトでは GHG インベントリ国内制度改善のためのロードマップ作成（活動

1-3）、組織間協力体制に係るマニュアル（活動 1-4）を策定している。国内制度に係
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る法令は、プロジェクト終了後の持続的・定期的なデータ収集・インベントリ算定活

動の基盤となるため、中間レビュー時の提言のとおり、2012 年 11 月首相承認の「GHG
マネジメント計画」に沿って国内制度の法令化（National GHG Inventory System）が適

切に行われるよう改めて提言を行う。同計画では、2015 年までに GHG インベントリ

の国内制度を法令化することが含まれているが、法令化に向けたロードマップを確認

する。特に、関係機関との協力のあり方について、MONRE と関係機関（他省庁等）

との間に認識のギャップがある場合、どのように関係機関間で調整していく計画であ

るか確認する。

３）プロジェクトの延長に係る協力内容の協議

①　隔年更新報告書（BUR）作成・提出に向けたスケジュール

・ 中間レビューの際の提言事項に沿って、本プロジェクトで完成予定の 2010 年の国家

GHG インベントリが、ベトナム政府が 2014 年末に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）
事務局に提出する BUR の中の国家 GHG インベントリ報告書（National  Inventory 
Report：NIR）に含まれる予定。

＜ DMHCC が認識している NIR 承認までのプロセス（2014 年 5 月～ 10 月）＞

1）第１ドラフトの完成、NIR の DMHCC 内でのレビュー

2）テクニカル・ワークショップの開催とレビュー

3）上記 2）でのコメントを反映させた第２ドラフトの完成

4）関係省庁・機関からのコメント取り付け

5）上記 4）のコメントを反映させた最終ドラフトの完成

6）MONRE 内の技術委員会での最終ドラフトのレビュー

7）ナショナル・ワークショップでの最終ドラフトの公開

8）政府への提出、BUR の内容としての政府承認

②　延長期間において想定される協力内容の検討と協議

・ 2010 年インベントリの完成

上記①のスケジュールに対応。関係機関からのコメント対応、（必要に応じ）追加レ

ポート作成やワークショップ開催　など

・ BUR は地球環境ファシリティ（Global Environment Facility：GEF）2
の資金で作成するこ

とが想定されているため、GEF の実施機関となっている国際機関を訪問し、BUR 支

援についての情報収集・情報共有を行う。また、延長期間における（インベントリ以

外の部分も含む）BUR の取りまとめに係る協力の必要性・可能性を確認する。

・ 将来のインベントリ策定に向けた支援

‐ データ収集のためのテンプレート作成、国内制度に係る技術提言、インベントリ改

善に向けた調査など

‐国別に適切な緩和行動（NAMA）を考慮したインベントリに係る能力強化

‐その他

2
　 開発途上国及び市場経済移行国が、地球規模の環境問題に対応したかたちでプロジェクトを実施する際に追加的に負担する費用

につき、原則として無償資金を提供する。
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１－６　協議結果概要

（１）プロジェクトの成果・進捗

１）2005 年・2010 年国家 GHG インベントリの作成

・ 当初計画されていた活動はおおむね順調に進行しており、プロジェクト活動を通じて、

C/P 機関の関係者の各分野のインベントリのデータ収集・算定に関する着実な能力向上

がみられている。気象水文環境研究所（IMHEN）からは、2 名が国連気候変動枠組条約

（UNFCCC）の国家 GHG インベントリ審査官資格試験を受験し、合格者が出ているとの

こと。

・ 2005 年のインベントリは昨年 7 月にドラフトが完成したが、その後、特に土地利用・

土地利用変化及び林業（LULUCF）分野について関係者からのコメントを踏まえたデー

タの修正が必要となり、現在最終承認待ちの状況。2010 年のインベントリについては、

データ収集・算定を今年 5 月までに終えて、最終化、承認プロセスに入る予定。

２）国家 GHG インベントリの国内制度

・ インベントリの国内制度改善に関しては、国内制度改善のためのロードマップや組織

間連携のためのマニュアルなどの文書化がなされたが、国内制度の法制化がなされてい

ないため、他省庁・機関との協力に関する法的根拠ができていない。天然資源環境省

（MONRE）は、インベントリ国内制度の法制化のための方法として、①現在起草中の環

境保護法（Law for Environmental Protection：LEP）の中で国内制度について記載されるた

め、LEP を根拠とした政府令として法制化する、② 2012 年 11 月に出された GHG マネ

ジメントのための首相令 1775 の中で国内制度構築について触れられているため、同首

相例を根拠とした新たな首相令として法制化を行う、の 2 つのオプションを検討してい

る。

（２）提言及び決定事項

１ ）MONRE からの要請に応じたプロジェクト期間の延長と 2010 年インベントリの完成に

向けたスケジュール管理

・ 隔年更新報告書（BUR）の作成・政府承認を念頭に置いた 2010 年国家 GHG インベント

リの作成スケジュールを確認。関係機関との調整を経た最終的な GHG インベントリを

MONRE が政府に提出する期限が 9 月中旬となるため、（その後の技術的な照会への対

応等も含めて）10 月末までプロジェクト期間を延長する（元々のプロジェクト期間は

2014 年 5 月中旬まで）。

・ 延長期間においては、2010 年のインベントリの完成・承認のためのスケジュールに合

わせ、技術支援・能力強化を継続実施予定。2010 年のインベントリについては分野に

よってデータ収集の進捗にばらつきがあるものの、より早期に完成するため、可能な限

り作業の迅速化を図る。

２）国内制度の法制化

・ プロジェクトの上位目標である、定期的かつ正確な国家 GHG インベントリの作成のた

めには、国内制度の法制化が不可欠。現在、上記（１）の２）に示したオプションが検

討されているが、関係省庁との役割分担・権限についての合意形成・調整が必須であ

り、本プロジェクトで得られた知見や経験を活用していくことが求められる。
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３）適切な技術人員の配置と能力強化

・ GHG インベントリの各分野のデータ収集・算定を行うための技術要員は限られている

のが現状。持続的な国家 GHG インベントリ作成のためには、適切な技術要員の配置が

不可欠となる。

・ また、GHG インベントリの精度の継続的な改善（国特有の排出係数の特定を含む算定

方法の改善など）も今後の課題である。
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第２章　プロジェクトの実績

２－１　プロジェクトの概要

（１）案件名：

国家温室効果ガスインベントリ策定能力向上プロジェクト

（２）協力期間：

2010 年 9 月 20 日 ～ 2014 年 5 月 19 日

（３）上位目標：

データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国家 GHG インベ

ントリが定期的に作成される。

（４）プロジェクト目標：

データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国家 GHG インベ

ントリを定期的に作成する能力が強化される。

（５）成果：

１． 国家 GHG インベントリに必要なデータを定期的及び体系的に収集し編纂する能力が

向上する。

２．�国家 GHG インベントリに係る関連省庁・研究機関の理解を促進する能力が向上する。

３．�各分野〔エネルギー、工業プロセス、農業、土地利用・土地利用変化及び林業

（LULUCF）及び廃棄物〕のインベントリ作成過程において、関連省庁が実施するそ

れぞれの分野に関する品質保証 / 品質管理（Quality Assurance / Quality Control：QA/
QC）活動について、気象水文気候変動局（DMHCC）が総合的に管理する能力が向上

する。

（６）活動

1-1  国家 GHG インベントリ作成に関する既存の体制を調査し、インベントリ作成に係る

DMHCC 及び関連機関の現在の能力について評価する。

1-2  国家 GHG インベントリの分野横断的な QA/QC 手法について検討する。

1-3  国家 GHG インベントリ作成に係る国内制度改善のための手順（ロードマップ）を作成

する。

1-4  国家 GHG インベントリ作成のための組織間の協力体制に関する手続きマニュアルを作

成し改善する。

1-5  関連省庁から国家 GHG インベントリに必要なデータを収集する。

1-6  複数のファイルシステムから成る国家 GHG インベントリのデータベースを構築する。

1-7  時系列に整合性のある、比較検討が可能な国家 GHG インベントリを編纂する。

1-8  国家 GHG インベントリについての分野横断的な QA/QC 活動を計画し実施する。

1-9  国家 GHG インベントリ編纂、並びに分野横断的及び分野別の QA/QC 活動に関するマ
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ニュアルを作成し改善する。

1-10 国家 GHG インベントリ改善計画を立案し改善する。

2-1  国家 GHG インベントリ作成に係る一般的知識を習得するためのワークショップを開催

する。

2-2  国家 GHG インベントリの作成及びその改善に関するワークショップを開催する。

2-3  国家 GHG インベントリの正確性及び信頼性に関する方法論の検討に関するワーク

ショップを開催する。

3-1  国家 GHG インベントリの各分野に関する活動量及び排出係数の準備、並びにデータ編

纂及び分野別の QA/QC の実施のための方法について検討する。

3-2  主要排出・吸収源に係る分析を実施し、データの正確性及び信頼性を優先的に改善す

べき排出・吸収源を特定する。

3-3  優先すべき主要排出・吸収源に関する排出・吸収量算定値の正確性及び信頼性を改善

するために、不確実性を低減するための方策を精査する。

3-4  関連情報を収集のうえ、優先すべき主要排出・吸収源において国または地方の事情を

よりよく反映する排出係数及び他の係数を特定する。

3-5  各分野に関する活動量の時系列データを準備する。

２－２　プロジェクトの投入実績

２－２－１　日本側の投入

日本側総投入額は 2013 年末（2013 年 12 月末）時点で約 2.3 億円であり、日本側投入の詳細

は以下のとおりである。

① 　専門家派遣

表２－１に示すとおり、長期専門家は技術チーフアドバイザー（2010 年 9 月から 2012
年 9 月までの 24 人月）及びチーフアドバイザー兼 GHG インベントリ体制（2012 年 9 月

から 2014 年 2 月時点までで 17 人月）担当の 2 名が派遣された。2014 年 2 月時点での長

期専門家の投入の合計は 41 人月である。一方で短期専門家は業務実施契約により、チー

ムリーダー、援助調整／データ収集、エネルギー、工業プロセス、農業、土地利用・土地

利用変化及び林業（LULUCF）、廃棄物、業務調整の分野において計 8 名の専門家が派遣

されている。これまでの短期専門家チームの投入はベトナム及び日本における業務の合計

で、39.8 人月となっている。
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表２－１　専門家派遣実績

担当分野 人月

長期専門家
技術チーフアドバイザー 24

チーフアドバイザー／ GHG インベントリ体制 17

短期専門家

チームリーダー 8.29

制度的取極め／データ収集 2.66

エネルギー 5.37

工業プロセス 3.81

農業 5.04

LULUCF 5.65

廃棄物 5.25

業務調整 3.73
出所：プロジェクト、2014 年 2 月時点

②　研修事業

＜本邦研修＞

日本における研修を受講した C/P 要員の総数は 4 名である。2012 年 2 月 21 日から 28 日
の間に日本に派遣され、国家 GHG インベントリの準備に係る研修コースを受講した（詳

細は付属資料２の終了時評価報告書英文の Annex 5 を参照）。

＜第三国研修（韓国）＞

第三国研修として韓国へのスタディツアーに参加した C/P 要員は 13 名である。派遣期

間は 2013 年 10 月 13 日から 17 日であり、国家 GHG インベントリの国内体制に関して韓

国の現状を確認し、その優位点、課題を取りまとめ、国内体制にかかわる報告書が作成さ

れた（詳細は付属資料２の終了時評価報告書英文の Annex 5 を参照）。

③　機材供与

プロジェクト開始以降調達された機材は金額で 11,000USD である。主な機材はコン

ピュータ、プリンタといった OA 機器であり、これらはプロジェクト事務所で使用されて

いる（内訳については付属資料２の終了時評価報告書英文の Annex 6 を参照）。

④　在外事業強化費

2012 年 9 月末現在、プロジェクト運営のため支出されたローカル・コストの金額は合

計 681 千 USD であった。主な経費は旅費、ローカル・スタッフの人件費及びコンサルタ

ントの雇用費である（内訳は付属資料２の終了時評価報告書英文の Annex 4 を参照）。

２－２－２　ベトナム側の投入

①　カウンターパート（C/P）要員の配置
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プロジェクト・ディレクター 1 名、副プロジェクト・ディレクター 3 名及びプロジェク

ト会計担当の計 5 名がプロジェクト管理ユニット（PMU）のメンバーとして配置された。

また DMHCC、天然資源環境戦略政策研究所（ISPONRE）、気象水文環境研究所（IMHEN）

及びベトナム環境保護総局（VEA）所属の 19 名の職員がプロジェクト・コーディネーター

及びプロジェクトチーム構成員としてプロジェクト活動に従事している（内訳については

付属資料２の終了時評価報告書 Annex 7 を参照）。

②　カウンターパート（C/P）予算

プロジェクト活動実施のために、プロジェクト運営経費として下記の表２－２に示す金

額がベトナム政府により配賦された。支出の形態はもっぱら現物給与のかたちを取ってお

り、主な支出費目は給料、オフィス・サービス（電力、給水、衛生施設、守衛）、各種経

費（通信、交通）及び機器類である。

表２－２　ローカル・コスト負担額

年次 金額（VND） 米ドル換算（USD）

2011（5 月～ 12 月） 392,000,000 18,424

2012 158,000,000 7,426

2013 158,000,000 7,426

2014（見込み） 22,000,000 1,034

合計 730,000,000 34,310
換算レート：1 万 VND=0.47 USD（2014 年 3 月 10 日時点）

出所：DMHCC、2014 年 2 月

③　便宜供与施設

以前 DMHCC 本局として使用されていた建物の 3 階に所在する事務室一室が長期専門家

1 名とローカル・スタッフ 2 名に提供されている。プロジェクト事務所に必要な事務用備

品と光熱水費も供与されている。

２－３　プロジェクト目標及び成果の達成状況

２－３－１　成果の達成状況

（１）成果１： 国家 GHG インベントリに必要なデータを定期的及び体系的に収集し編纂する

能力が向上する。

指標 1-1 インベントリ編纂に関する手続きの文書化

指標 1-2 QA/QC に関する手続きの文書化

指標 1-3 国家 GHG インベントリに関するデータの適切な収集、保管、維持

指標 1-4 国家 GHG インベントリ作成に関する制度的取極めの文書化

成果１の成果指標は国家 GHG インベントリ作成に必要なデータ編纂、QA/QC 及び省庁

間の制度的取極めに係る手順の文書化となっている。表２－３に示すとおり、2012 年 8 
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月までに指標 1-1 から 1-4 に対応した 4 件の報告書がプロジェクト短期専門家及び独立行

政法人国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス（Greenhouse Gas Inventory Office 
of Japan：GIO）の支援の下に作成された。

表２－３　プロジェクトにより作成された報告書

指標 報告書

1-1  インベントリ編纂に関する手続き

の文書化

国家 GHG インベントリ作成の国内体制改善に

向けたロードマップ

1-2 QA/QC に関する手続きの文書化 分野横断的な QA/QC 活動計画

1-3  国家 GHG インベントリに関する

データの適切な収集、保管、維持
GHG 排出 / 除去に関するデータ収集の枠組み

1-4  国家 GHG インベントリ作成に関

する制度的取極めの文書化

GHG インベントリ作成に関する関係省庁、機

関の制度的取極め

出所：プロジェクト

指標 1-3（国家 GHG インベントリに関するデータの適切な収集、保管、維持）に関し

ては、報告書の作成に加えて、国家 GHG インベントリ作成を通して、5 分野で計 108 件

のカテゴリー（データセット）を対象としたデータ収集が実施されている。さらにインベ

ントリ作成に必要なデータ、入手方法、算定方法、データ収集に係る今後の課題などは国

家GHGインベントリ報告書（NIR）に取りまとめられた。プロジェクトではNIRを今後デー

タ収集に関するマニュアルとして活用することを計画している。

（２）成果２： 国家 GHG インベントリに係る関連省庁・研究機関の理解を促進する能力が向

上する。

指標 2-1�ワークショップ開催数

成果２の指標は、国家 GHG インベントリに関する関連省庁・研究機関へのワーク

ショップ開催数である。プロジェクトにより実施されたワークショップ、セミナー、会

議は表２－４に示す関係省庁に対するものと、表２－５に示す日本人専門家による C/P
機関に対するものに分類される。関係省庁となる計画投資省（Ministry of Planning and 
Investment：MPI）、農業農村開発省（MARD）、産業通商省（Ministry of Industry and Trade：
MOIT）、交通運輸省（MOT）、建設省（Ministry of Construction：MOC）及びベトナム統計

総局（General Statistics Office of Vietnam：GSO）等に対しては、プロジェクト開始のキッ

クオフ会合を含め国家 GHG インベントリの内容、進捗を説明するワークショップが計

3 回開催されている。一方で短期専門家により C/P 機関（DMHCC、ISPONRE、IMHEN、

VEA）に対して、2014 年 2 月時点までに計 13 回のセミナー及び会議が開催された。これ

に加え長期専門家による C/P 機関への技術研修セミナーが複数回実施されている。

本調査中に行われた関係省庁へのインタビューにおいては、本プロジェクトを通じて、

国家 GHG インベントリに対する理解が向上したことが確認されたが、他方で、国内制度
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が法制化されていないため、これら関係省庁の役割が明確に定められていないという点も

指摘された。

表２－４　関連省庁、関連機関とのワークショップ実績

日時 議題

キックオフ会合 2011 年 11 月 2 日 MARD、MOIT 及び MOT とのキックオフ会合

ワークショップ 2012 年 10 月 9 日 MPI、MARD、MOIT、MOT、MOC 及び GSO との

国家 GHG インベントリ体制に関する協議

ワークショップ 2013 年 7 月 30 日 MPI、MARD、MOIT、MOT、MOC 及び GSO に対

する 2005 年国家 GHG インベントリの結果につい

ての報告

出所：プロジェクト、2014 年 2 月時点

表２－５　セミナー、会議実績

日時 議題

1 研修セミナー 2011 年 11 月 2 日 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル

（Intergovernmental Panel on Climate Change：
IPCC）ガイドラインの説明、インベントリ

編纂の法的根拠、インベントリ編纂の一般

的手順、次段階に進むための討議

2 グループ討議 2012 年 2 月 9 日 セクター専門家による進捗報告、次段階に進

むための討議

3 グループ討議 2012 年 3 月 30 日 2012 年度活動計画の発表、インベントリ・

ファイル及び報告書の紹介

4 グループ討議 2012 年 6 月 1 日 セクター専門家による進捗報告、次段階に進

むための討議

5 グループ討議 2012 年 8 月 28 日 セクター専門家による進捗報告、本プロジェ

クトによるインベントリ・ファイル及び報告

書の設計の説明

6 グループ討議 2012 年 9 月 19 日 2005 年 GHG インベントリの実施にかかわる

協議

7 グループ討議 2012 年 11 月 13 日 2012 年 10 月に実施されたワークショップの

コメントに基づく国家 GHG インベントリ体

制に関する協議及び報告

8 グループ討議 2012 年 12 月 20 日 QA/QC 活動の実施プロセスの紹介

9 グループ討議 2013 年 1 月 31 日 附属書Ⅰ国における QA の実施状況にかか

わる講義

10 ワークショップ 2013 年 3 月 1 日 2005 年国家 GHG インベントリ報告書（NIR）
の構成案の説明及び国内体制部分の記述に

関する講義
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11 ワークショップ 2013 年 5 月 15 日 2005 年国家 GHG インベントリの算定結果、

採用した算出方法の段階（Tier）、データの

出典、第２回国別報告書（Second National 
Communications：SNC）と比較した際の改善

点、今後の予定についての報告

12 ワークショップ 2013 年 5 月 24 日 2005 年インベントリの各分野の算定結果に

ついての IMHEN、VEA の担当者からの報告

13 グループ討議 2013 年 11 月 29 日 各分野の進捗状況報告及び作業計画の確認。

日本におけるインベントリ改善プロセスの紹

介

出所：プロジェクト、2014 年 2 月時点

（３）成果３： 各分野〔エネルギー、工業プロセス、農業、土地利用・土地利用変化及び林業

（LULUCF）及び廃棄物〕のインベントリ作成過程において、関連省庁が実施

するそれぞれの分野に関する QA/QC 活動について、気象水文気候変動局が総

合的に管理する能力が向上する。

指標 3-1  潜在的に算定可能であったが、今まで算定が考慮されていなかったため未推

計であったカテゴリの排出・吸収量が新たに算定される。

成果３の指標は、未推計であったカテゴリの排出・吸収量の新たな算定及び排出係数及

び他の係数の改善である。プロジェクトにより 108 件のカテゴリ（データセット）が最終

的に調査対象とされ、そのうち SNC では 34 件、プロジェクトで作成された 2005 年国家

GHG インベントリでは 76 件、それに続く 2010 年 GHG インベントリでは 86 件
3
のカテゴ

リが調査済みもしくは調査中であり、インベントリに用いられるカテゴリ数は増加してお

り、インベントリとしての精度が向上している。

表２－６　分野別インベントリ・カテゴリ数

分野 SNC 2005 年インベントリ 2010 年インベントリ

エネルギー 8 9 10

工業プロセス 5 22 22

農業 7 9 10

LULUCF 5 22 22

廃棄物 9 14 22

合計 34 76 86
出所：プロジェクト、2014 年 2 月時点

3
　 部分的なデータ収集、注釈用語（Notation key）の付与も含む。
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指標 3-2� �各カテゴリの排出係数及び他の係数が改善される。

SNC に比較して、2005 年国家 GHG インベントリ作成では 7 件のカテゴリで排出係数や

その他の係数が改善され、そのなかでも廃棄物の埋立てにかかわる排出係数に関しては、

算出方法の段階（Tier）が向上した。同時に 28 件の未確認データにおいても、注釈用語

（Notation key）4
が付与されるなど、プロジェクトにおける QA/QC 活動を通してデータの質

の改善が図られた。

２－３－２　プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標： データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国

家 GHG インベントリを定期的に作成する能力が強化される。

指標１：2005 年及び 2010 年に関する国家 GHG インベントリが作成される。

指標１に関して、2005 年国家 GHG インベントリは 2013 年 7 月にドラフトが提出され、

気象水文気候変動局（DMHCC）及び他の関連省庁からのコメントが反映され、最終報告書

が提出された。終了時評価時点（2014 年 2 月）では、査読のため報告書をベトナム語に翻

訳しており、その終了後、2014 年 3 月末までには DMHCC により承認されることが確認さ

れた。一方で 2010 年国家 GHG インベントリにかかわるデータ収集作業は 2013 年 9 月から

既に開始されており、当初のプロジェクト終了時点
5
である 2014 年 5 月に 2010 年国家 GHG

インベントリのドラフトが提出されることが計画されている。2010 年国家 GHG インベント

リは、2014 年中に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）への提出が予定されている隔年更新報

告書（BUR）の基礎データとして活用することが計画されているため、当初のプロジェクト

終了予定であった 5 月にドラフトが作成される見込みは高いと判断できる。

指標２： インベントリの算定方法が〔低次の Tier（= 算出方法の段階）から高次の Tier に、

注釈用語（Notation key）の改善〕改善される。

指標２に掲げられた「排出・吸収量の算定方法の改善」の達成状況に関しては、［２－３

－１　成果の達成状況］の「成果３」に示したとおり、未推計であったカテゴリの排出・吸

収量が新たに算定された。また、表２－７に示すとおり、プロジェクトにより作成された

2005 年 GHG インベントリでは、各分野においてインベントリの算出方法が改善された。

4
　 データ所在や不所在に係る説明を付するために用いられている注釈用語。

5
　 2010 年のインベントリ作成・承認プロセス支援を視野に入れ、2014 年 10 月まで 5 カ月間、プロジェクトを延長することが計画

されている。
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表２－７　2005 年 GHG インベントリにおける算出方法の改善点

分野 改善点

エネルギー ・ リファレンスアプローチとセクトラルアプローチの比較を追加

・ カテゴリの細分化を実施

‐ エネルギー産業・産業及び建設業・運輸の燃料消費を細分化

‐ 露天掘りと炭坑からの石炭産出量を 2005 年のエネルギーバランス表

にて細分化

・ 排出量が新規に算出された

‐ 燃料の燃焼カテゴリ中の「その他」サブカテゴリにおける CH4 及び 
N2O の算出

‐ 原油及び天然ガスの生産・輸送における CO2 及び N2O の算出

工業プロセス ・ 算出方法の改善

‐ 第２回国別報告書（SNC）においてはセメント生産からの排出量の

算出はセメント生産量に基づいていたが、2005 年インベントリでは 
GPG（2000）に従い、推定されたクリンカ生産量を基に算出した

‐ SNC では鉄鋼業からの排出量の算定は生産量に基づいていたが、

2005 年インベントリでは還元剤の消費量を基に算出した（より精度

の高い算出方法であると 96 年ガイドラインに書かれている）

・ SNC において“NE”（未推計）であったカテゴリについて“NO”（活動

がない）ことを確認（2B2 硝酸の製造、2B3 アジピン酸の製造、2B4 シ
リコンカーバイドの製造、及び、2C3 アルミニウムの製造が“NO”と

された）

農業 ・ 新たに排出量が算定された

‐ 排泄物処理からの N2O
‐ 農地土壌からの N2O（窒素固定作物・放牧場など）

‐ 農作物残渣の野焼き（雑穀・大豆・芋類・豆類）

・ 国独自のパラメータの適用

‐ 管理されたサバンナの野焼きの算定のために、ベトナム国内の論文

から地上バイオマスの密度について国独自の値を得た

・ 排出係数の見直し

‐ SNC で 4.A. 腸管内発酵（羊）の CH4 の排出係数をガイドラインに従っ

て見直した

LULUCF ・ 方法論の変更：すべての土地利用の変化を土地管理総局（General 
Department of Land Administration：GDLA）の土地利用マトリックスに基

づいて設定

・ 新たに排出・吸収量が算定された

‐ 転用のない農地

・ 排出係数の見直し

‐ 有機質土壌の排出係数の見直し
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廃棄物 ・ 埋め立て処分場からの CH4 の排出

‐ 過去の処分量を考慮した高次 Tier の方法論（FOD 法）の適用

‐ 活動量の更新（都市部の廃棄物埋め立て量について各地方省の報告

を基に）

‐ 各地方省の廃棄物組成（各地での調査に基づく）の情報を適用

・ 家庭排水からの CH4 排出量

‐ パラメータ選択の更新（処理された排水の比率及びメタン補正係数：

MCF）
‐ 良好手法指針（Good Practice Guidance：GPG）（2000）に基づき、B0（メ

タン生産能力の最大値）を 0.25 から 0.6 に変更

・ 医療廃棄物の焼却からの CO2 を新たに算出

出所：2005 年国家 GHG インベントリ報告書（2013 年 9 月）
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第３章　プロジェクトの５項目評価

３－１　妥当性：高い

（１）ベトナムの国家政策との整合性

1994 年 11 月に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が批准されて以降、ベトナム政府は

気候変動に備えた国家政策の準備と実施を行ってきた。この分野における国家政策とし

ては、①国家グリーン成長戦略〔National Green Growth Strategy (NGGS), No. 1393/QD-TTg, 
2012.9.25 付首相令、計画投資省（MPI）主管〕、②気候変動国家戦略〔National Strategy on 
Climate Change (NSCC), 2139/QD-TTg, 2011.12.5 付首相令〕、③気候変動に対処する国家目標計

画〔National Target Programme to Respond to Climate Change (NTPRCC): Period 2012-2015, No.1183/
QD-TTg, 2012.8.30）、④ GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画〔Programme on 
Management of Greenhouse Gases Emissions; Management of Carbon Credit Trading Activities to World 
Market (MGG&CC), No.1775/QD-TTg, 2012.11.21 付首相令、天然資源環境省（MONRE）主管〕

が策定されている。

このうち、④の MGG&CC は、MONRE の提案により 2012 年 11 月に首相が承認した政府

決定であるが、MONRE の役割として国家 GHG インベントリ策定能力の強化が記載されて

いることからも、国家政策とプロジェクト目標の整合性は高いといえる。

（２）ターゲットグループのニーズとの整合性

ベトナム政府は、これまで UNFCCC、気候変動枠組条約締約国会議（COP）に報告する国

別報告書（NC）を過去 2 回にわたり作成した経験を有するものの、これまでそれぞれの NC
に含まれる国家 GHG インベントリ作成についてアドホックに専門家チームを設立して実施

したため、前提となるデータのリソースや計算方法が異なるなど、一貫して連続的に比較可

能なデータを有していないことが課題であった。これに対して本プロジェクトでは、関連省

庁の人材への能力強化を行うことにより、インベントリ作成の持続性を高め、さらにデータ

のリソース、計算方法に関して透明性を確保することを目的とした。

本プロジェクトが計画された 2009 年当時の頃と比べると、気候変動対策をとりまく国際

環境は大きく変化した。UNFCCC に加盟する非附属書Ⅰ国に対して、その能力や報告書作

成の支援レベルに対応するかたちで、国家 GHG インベントリの更新情報を含む隔年更新報

告書（BUR）の提出が義務づけられるようになった。同時に、国別に適切な緩和行動（NAMA）

における計測・報告・検証（Measurable, Reportable, Verifiable：MRV）が重要視されてきた背

景の下、援助の有効性を検証するためにも、GHG インベントリの精度を高めることに、関

係省庁からの関心が高まっている。

（３）日本の援助政策との整合性

わが国の政策との整合性に関して JICA は、ベトナムが国家目標として掲げる「2020 年ま

での工業国化の実現」達成への支援として、日本国政府の対ベトナム国別援助計画に基づ

き、①経済成長促進と国際競争力の強化、②社会・生活の向上と格差の是正、③環境保全、

④ガバナンス強化という環境保全を含む 4 点を柱とした支援を実施している。

2013 年 7 月に日本・ベトナム両国政府の間で、二国間クレジット制度の創設に関する
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署名が行われた。二国間クレジット制度は、途上国への GHG 削減技術、製品、システム、

サービス、インフラなどの普及や対策を通じ、実現した GHG 排出削減・吸収への日本の貢

献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用するものであり、本プロジェクトは本制

度の効果的な実施に向けた支援の一環であると判断できる。

（４）日本の比較優位性

日本は UNFCCC 附属書Ｉ国として正確で信頼性の高い国家 GHG インベントリを毎年作成

しているだけでなく、アジアの国々の国家 GHG インベントリの精度を向上させる取り組み

も続けており、本プロジェクトはわが国の国家 GHG インベントリ作成にかかわる技術的な

蓄積を活用した支援である。

３－２　有効性：高い

（１）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標である「データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法

が明確な国家 GHG インベントリを定期的に作成する能力が強化される。」に関しては、そ

の指標である 2005 年、2010 年国家 GHG インベントリの作成状況及びカテゴリの算定方法

の改善状況からも組織、人材双方において国家 GHG インベントリを準備する関係機関及び

その人材の能力が向上したと判断できる。他方、2010 年国家 GHG インベントリは終了時評

価時点では作成中であり、2014 年 5 月にドラフトを完成することが計画されているが、そ

の提出期限に関しては一部のカテゴリのデータ収集が困難であることも想定されていること

から、今後のインベントリ作成の工程管理に関して、専門家チームのフォローアップが必要

となる。さらに、プロジェクト期間を通して国家 GHG インベントリを 2 回作成することに

より、技術移転の効果を高め、プロジェクト目標であるインベントリ作成能力の定着が向上

していることが確認された。

（２）成果のプロジェクト目標への貢献度

本プロジェクトは国家 GHG インベントリ編纂の体系化による体制の整備（成果１）、イ

ンベントリに関する関係者への理解の促進（成果２）、各分野のインベントリデータにおけ

る品質・管理改善（成果３）の 3 つのアウトプットから構成されており、国家 GHG インベ

ントリの精度・信頼性と定期的な作成の能力を向上させるというプロジェクト目標達成をめ

ざしている。それぞれの成果の達成度も高く、これらの各成果はプロジェクト目標達成に寄

与している。しかしながら、成果１においてプロジェクトから提案した国家 GHG インベン

トリ体制は現時点において依然構築されていない。このことは C/P の能力強化をめざしたプ

ロジェクト目標の達成に影響を与えるものではないが、上位目標である将来の国家 GHG イ
ンベントリの定期的な作成を実施するうえで不可欠な要素となる。また、国家 GHG インベ

ントリ体制の構築は今後のデータ収集、他省庁によるインベントリ承認の迅速化を促すもの

である。
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３－３　効率性：中程度

（１）成果の達成度と投入の適切さ

短期専門家により、国家 GHG インベントリの準備作業が実施され、一方で長期専門家が

国内実施体制及び QA/QC の計画を担うといった体制により、それぞれの役割が補完される

ことによりプロジェクトにおける活動は順調に推移したといえる。

一方で、2005 年の GHG インベントリは、2013 年 7 月に初稿が提出された後、9 カ月経過

した現在も承認されていない。国家 GHG インベントリ承認のための関係省庁、組織間の調

整、及び、特に「土地利用・土地利用変化及び林業（LULUCF）」分野における過去の排出

量、炭素吸収量の算定結果との調和に多くの時間が費やされた。今後の効率性の向上には国

家 GHG インベントリ体制の整備による関係機関の調整、承認プロセスの改善が求められる。

（２）現地リソース、既存データの活用

C/P が適切な機能を有する組織から選定され、さらに今後のインベントリ作成に係る持続

性の観点から若手人材の養成に重点が置かれたことは、効率性の観点からも有効であった。

さらに各分野の GHG インベントリデータの改善については、ベトナムにおいて気候変動対

策上の優先度が高く、将来的な排出削減効果の高いカテゴリから取り組むことが重視され

た。排出係数の改善に関しては、基本的に新たな実測調査は行わず、既存データを収集・活

用するなどして排出係数を改善することにより、少ない投入で精度と信頼性を高めることで

プロジェクトの効率化が図られた。

（３）専門家による技術移転の効率性

専門家派遣、本邦研修参加などの投入のタイミングに関して問題は生じていない。日本人

専門家の技術移転に対する C/P からの高い満足度が確認された。しかし、工業プロセス分野

など長期専門家が対応可能な分野は問題がないが、LULUCF、エネルギー分野に関しては、

毎回 1 週間程度派遣される短期専門家のみによる支援であることから、短期専門家の派遣期

間と C/P の日程調整に課題が生じている。このためインターネットの電子メールでの支援、

指示が多く、問題解決などに時間を要していることが C/P から指摘された。

３－４　インパクト：高い

（１）上位目標の達成見込み

上位目標である「データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な

国家 GHG インベントリが定期的に作成される。」に関しては、2005 年、2010 年の国家 GHG
インベントリ作成を通した能力の向上が確認された C/P により、将来的に達成することが見

込まれる。また、国家 GHG インベントリを含む隔年更新報告書（BUR）、国別報告書（NC）
に関しては、国際コミットメントとして優先的に予算が配分されることが想定されているこ

とからも、プロジェクト終了後の上位目標達成の可能性は高い。

（２）その他のインパクト

C/P である気象水文環境研究所（IMHEN）の職員 2 名が UNFCCC の GHG インベント

リ・レビュアーの資格試験に合格したことは、プロジェクトによる能力強化のインパクト
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である。また、C/P 機関への能力強化は同時に、国別に適切な緩和行動（NAMA）のような

地球温暖化にかかわる類似事業の効果的な実施にもインパクトを与える。波及効果として

は、IMHEN、ベトナム環境保護総局（VEA）の C/P が新人や関係省庁の職員に技術、知識

を共有するための活動を実施していることが確認された。さらにプロジェクトを通した国家

GHG インベントリの作成は、今後の BUR 及び NC 作成における各組織の役割分担を明確に

し、国内体制の構築に正の影響を与えることが想定される。

３－５　持続性：中程度

（１）政策面

国家 GHG インベントリにかかわる省庁、分野、地域の能力強化の必要性が 2012 年 11 月

首相承認の「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画」（MGG&CC, No.1775/QD-TTg）
に記載されている。これに加え、2011 年の気候変動枠組条約第 17 回締約国会議（COP17）
により、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の非附属書Ⅰ国の緩和措置に関する隔年更新報

告書（BUR）作成のためのガイドラインが合意され、国別に適切な緩和行動（NAMA）の計測・

報告・検証（MRV）で求められる内容の一部が明らかとなった。ベトナムを含む開発途上

国はこれらに関する対応を求められており、今後も先進国による支援が必要とされている。

途上国における UNFCCC に対する第１回 BUR の提出期限が 2014 年として定められたこ

とからもベトナム政府も国際コミットメントとして、第１回 BUR の作成及びその基礎デー

タとなる 2010 年国家 GHG インベントリの作成を優先課題として取り組むことが確認された

ことからも、政策面での持続性は高いと判断される。

（２）組織面

2012 年 11 月の首相令である「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画」において、

他省庁からのデータ収集、関係省庁間のインベントリ承認プロセスの迅速化に不可欠となる

GHG インベントリ作成のための国内体制の 2015 年までの構築が提起された。また、同首相

令では MONRE が GHG インベントリ作成の中心的役割を担う組織であることが明記された。

これを受けて、MONRE は GHG インベントリの国内体制の整備に向けた調査を行っている。

さらに現在、GHG インベントリ国内体制の構築に関する記述を含んだ環境保護法（LEP）が

国会に提出され、承認を待っている状況であるが、国内体制に関しては具体的な法整備は実

現していない。

2005 年インベントリ作成の際の IMHEN、VEA からのデータを用いた国家 GHG インベン

トリ報告書（NIR）の取りまとめ（国家総排出量の算定等）に関しては日本人専門家チーム

が中心となって実施された。主要な C/P 機関である MONRE 気象水文気候変動局（DMHCC）
には技術要員は配置されておらず、プロジェクトの実質的な活動は天然資源環境戦略政策研

究所（ISPONRE）、IMHEN、VEA の 3 機関により行われている。IMHEN、VEA から提出さ

れる各分野の排出量の取りまとめ、インベントリ全体の取りまとめや分野横断的な調整に係

る組織の構築がプロジェクトの今後の課題である。

（３）財政面

国家 GHG インベントリを含む BUR の提出は、有償資金協力である気候変動対策プログ
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ラム（Support Program to Respond to Climate Change ：SP-RCC）における行動計画のひとつで

あることから、DMHCC は 2014 年に提出する第１回 BUR を国家予算で作成することを表明

している。またプロジェクト終了後は BUR 及び NC の作成予算として、地球環境ファシリ

ティ（GEF）からの予算が活用される可能性が高いことが確認された
6
。さらに他ドナーも近

年 NAMA 及びその他の気候変動対策に係る援助イニシアティブの具体化への支援に高い関

心を示しており、これらの支援は将来的な国家 GHG インベントリ作成の財政面の持続性を

向上するための予算源として想定される。

（４）技術面

GHG インベントリ作成にかかわるデータの編纂、取りまとめにかかわる C/P の技術、知

識の向上が確認された。一方で、特に 2010 年の GHG インベントリ作成には高いレベルでの

データ収集、分析方法の理解、品質保証・品質管理（QA/QC）に関して、日本人専門家によ

る更なる技術移転の必要性が指摘された。さらには IMHEN、VEA の各分野を担当する C/P
の人数は各分野で 1 ～ 2 名と限定的であり、将来の人事異動などを考慮すると、インベント

リ作成にかかわる継続的な人材の養成、適正人数の配置が求められる。

３－６　貢献要因と阻害要因の検証

３－６－１　効果発現の貢献要因

（１）C/P の高いコミットメント

MONRE の下部組織からの C/P はプロジェクト活動である GHG インベントリ作成に対

して高いコミットメントを有していることが確認された。これは各 C/P がその組織の役割

に応じて適切に選定されていること、C/P 機関の役割が実施体制として明確にプロジェク

トドキュメントに定義されていることが C/P のコミットメントを引き出した要因といえ

る。

３－６－２　効果発現の阻害要因

（１）国家 GHG インベントリ体制の未構築

多省庁にまたがるデータ収集、特に農業、土地利用・土地利用変化及び林業

（LULUCF）、廃棄物及び工業プロセス分野の一部のデータの入手が困難となっている。こ

れは関係省庁からのデータの提供要請のための法的根拠としての国家 GHG インベントリ

体制の未構築が要因となっている。前述のとおり、2014 年 2 月現在、国家 GHG インベ

ントリ体制の構築を含んだ環境保護法（LEP）の国会承認が行われている。同時に 2012
年 11 月首相承認の「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画」（MGG&CC, No.1775/
QD-TTg）には、2015 年までに GHG インベントリ国内制度を法令化することが含まれて

いる。今後、法令化に向けた具体的な取り組みにかかるフォローアップが求められる。

（２）国家 GHG インベントリ承認プロセスの遅延

2005 年の国家 GHG インベントリは最終ドラフトが 2013 年 7 月に提出されたが、終了

6
　 実際に第２回国別報告書（SNC）の GHG インベントリ部分の予算 60,000USD は国連開発計画（UNDP）が GEF を用いて拠出した。
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時評価時点（2014 年 2 月）においてもまだ承認されていない。これは、特に LULUCF 分

野において算出根拠にかかわるコメント対応、及び再計算の必要性が生じたことが主な原

因である。2010 年の国家 GHG インベントリは、2014 年末までの発行が計画されている隔

年更新報告書（BUR）に用いられることから、その承認プロセスは 2005 年の教訓を活用し、

短縮化することが求められている。

（３）日本人短期専門家と C/P の日程調整

C/P への技術移転は主に短期専門家が担っているが、短期専門家のベトナムへの派遣期

間が 1 週間程度と短いことから、C/P への技術移転の期間は限定的であり、短期専門家の

派遣期間とのスケジュール調整が困難となっている。
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第４章　結論・提言

４－１　結論

プロジェクトが取り組む国家 GHG インベントリの作成を通じた人材開発は、ベトナムの国家

政策及びカウンターパート（C/P）機関のニーズに合致しており、妥当性は高いといえる。また、

成果指標、プロジェクト目標にかかわる指標は終了時評価時点でほぼ達成しており、懸案となっ

ている 2010 年国家 GHG インベントリの作成も当初のプロジェクト終了時期である 2014 年 5 月

にはドラフトの提出が可能となることから、有効性も高いと判断できる。一方で、国家 GHG イ

ンベントリ体制の機能化、インベントリ承認プロセス、短期専門家と C/P の日程調整に課題がみ

られるため効率性は中程度となる。上位目標の達成見込みも高く、プロジェクトによる C/P 機関

の能力向上により、その他の正のインパクトも多く発現していることが確認された。持続性に関

しては、組織面での国内体制の構築、技術面での C/P の更なる能力向上の必要性が指摘されたこ

とから中程度と判断する。

４－２　提言

（１） 2010 年の国家 GHG インベントリ、第１回隔年更新報告書（BUR）作成のためのロードマッ

プの作成

2005 年のインベントリは承認に時間を要した。2010 年のインベントリの承認にはその経

験を活用することにより承認プロセスを迅速に行う必要がある。さらに、2010 年のインベ

ントリ及び BUR 完成までのロードマップを作成する必要がある。

（２）国内体制の構築

法制度に基づいた GHG インベントリ国内体制の構築に関して、天然資源環境省（MONRE）
気象水文気候変動局（DMHCC）が作成した首相令「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管

理計画」（MGG&CC, No.1775/QD-TTg）に 2015 年までに構築することが記載されている。現

在は国内体制のあり方に関して、調査が実施されている段階であるが、国内体制に関して、

調査結果の取りまとめ及び構築までのロードマップを作成する必要がある。

（３）能力開発及び適切な配置

プロジェクトにより GHG インベントリにかかわる人材育成は適切に実施されたが、C/P
の能力、技術はプロジェクト終了後、GHG インベントリを独自に改善していくためには十

分とはいえない。また、直接日本人専門家による技術移転を受けた人員も限定していること

から、インベントリ作成にかかわる更なる人材の育成と適切な人員配置が求められる。

４－３　教訓

本プロジェクトが計画された 2009 年当時の頃と比べると、気候変動対策をとりまく国際環境

は大きく変化した。国連気候変動枠組条約（UNFCCC）に加盟する非附属書Ⅰ国に対して、その

能力や報告書作成の支援レベルに対応するかたちで、国家 GHG インベントリの更新情報を含む

隔年更新報告書（BUR）の提出が義務づけられるようになった。このことは裨益国のコミットメ

ントを高めることにも貢献しているが、一方で具体的な GHG 削減目標を割り振られ、他ドナー
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等の支援に対して GHG 削減の成果を示す必要が生じている他省庁との調整を困難にさせる要因

ともなっている。

他省にまたがるデータ収集、インベントリの承認には、事前の省庁間調整が重要となることか

ら、国家 GHG インベントリ体制の構築はドキュメントの整備のみならず、他省庁の利害関係、

ドナーの援助動向を継続的に確認し、国内制度構築に係る省庁間のスムーズな連携・調整を促し

ていくようなプロジェクト運営が必要であるといえる。

４－４　団長所感

国家 GHG インベントリは、人為的な GHG 排出量・吸収量をその発生源ごとに算出し、国全

体の収支を明らかにするものである。また、気候変動緩和策の立案、及びその実施効果のモニタ

リング・評価の基礎となる。

本プロジェクトの一環として、2005 年の国家インベントリの作成支援が行われ、その最終承

認待ちである。そこでは、2000 年のインベントリに比べ、排出係数の算出など方法論上の改善

が行われた。

表４－１はその結果である。2005 年時点の国全体の GHG 排出量は、2000 年比若干の増加なが

ら、その部門別内訳には大きな変化がみられる。エネルギー部門からの排出が急増し、2005 年

では農業部門に代わり最大の排出源となる一方、土地利用・土地利用変化及び林業（LULUCF）
部門が、排出源から吸収源へと大幅に転じている。

表４－１　2000 年及び 2005 年の国家 GHG インベントリ
（単位：GgCO2eq；％）

2000 年 *1 2005 年 *2 2000 年比増減

排出（+）・吸収（-） 構成比 排出（+）・吸収（-） 構成比 量 率

エネルギー 52,773 35.0 101,564 62.0 48,791 92.5

工業プロセス 10,006 6.6 14,591 8.9 4,585 45.8

農業 65,091 43.1 80,583 49.2 15,492 23.8

LULUCF 15,105 10.0 -41,159 -25.1 -56,264 -372.5

廃棄物 7,925 5.3 8,118 5.0 193 2.4

合計 150,900 100 163,697 100 12,797 8.5
注）*1　ベトナム第２次国別報告書、*2　プロジェクト資料より

日本人専門家チームによれば、エネルギー部門の排出急増は経済成長との関係が深いとみられ

る一方、LULUCF については、算出方法に由来する減少幅が無視できないとのことである。すな

わち、方法論上の改善そのものが、排出・吸収量に大きな変動を生ぜしめた可能性が指摘されて

いるわけであるが、それはまた、気候変動に係る国家政策が前提とする統計の不確実性を示すも

のといえる。LULUCF について、右の指摘のとおりであるとすれば、REDD+ など森林分野の緩

和対策のありようを見直す契機ともなり得る。

本プロジェクトの目標は、「データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が

明確な国家 GHG インベントリを定期的に作成する能力が強化される」ことにあるが、それが確

立されるまでの過程にあっては、上に記したような、方法論の改善に由来するインベントリの変
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動、並びに右の政策的含意に留意しておく必要がある。これは、ベトナムに限らず、多くの開発

途上国について言い得る。

本プロジェクトの延長期間中に、2010 年の GHG インベントリ作成完了支援に加え、上記変動

に係る要因を抽出するとともに、政策上の留意点につき検討を行う予定である。右の結果を踏ま

え、改善を要する点があれば、その対応の可能性やあり方につき検討が求められる。
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評価調査結果要約表 

１. 案件の概要 
国名：ベトナム社会主義共和国 案件名： 国家温室効果ガスインベントリ策定能力向

上プロジェクト 
分野：環境セクター 援助形態：技術協力 
所轄部署：地球環境部環境管理第一課  協力金額（評価時点）：約 2.3 億円 
 
協力期間 

(R/D): 2010 年9 月20 日～ 
2013 年 9 月 19 日 

先方関係機関：天然資源環境省気象水文気候変動局

（MONRE-DMHCC） 
(延長): 2010 年9 月20 日 
～ 2014 年 5 月 19 日 

日本側協力機関：（独）国立環境研究所地球環境セ

ンター温室効果ガスインベントリオフィス 
(F/U) : 他の関連協力： 

１-１ 協力の背景と概要 
ベトナムは急速な経済成長によりエネルギー消費が増え続けており、政府は経済開発と環境保

全の両立、低炭素社会の構築をめざして、温室効果ガス（GHG）の排出削減に取り組む方針を

掲げている。国家 GHG インベントリは、GHG 排出源・吸収源ごとの人為的な排出量・吸収量

を算出し、国全体の GHG の収支を明らかにするものである。また、国家 GHG インベントリは、

GHG の排出削減と吸収増加からなる気候変動緩和策が GHG 収支に与える中長期的な貢献度

を把握して、低炭素社会への転換の進捗状況を測る環境分野の国家統計であり、気候変動に対応

する政策策定の基礎データとなる。 
ベトナム政府は、これまでに国連気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国会議（COP）に報告

する国別報告書（NC）を 2 回作成した経験を有するものの、それぞれの NC に含まれる国家

GHG インベントリ作成についてアドホックに専門家チームを設立して実施したため、前提とな

るデータのリソースや計算方法が異なるなど、一貫して連続的に比較可能なデータを有していな

いことが課題となっている。このような背景から、ベトナム政府は、データが正確で時系列的一

貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国家 GHG インベントリを作成し、気候変動対策の

政策決定に活用することを目的に、国家 GHG インベントリ作成に係る能力強化についてわが国

に技術協力を要請し、本プロジェクト実施に係る討議議事録（R/D）及び協議議事録（M/M）が

2010 年 6 月 18 日に署名された。 
その後、2010 年 9 月から 3 年間の予定で協力を実施することとなり専門家が派遣されたが、

ベトナム内の予算確保や実施体制構築等に係る手続きに想定以上の時間を要し、プロジェクト承

認が下りたのは 2011 年 5 月 19 日であった。この間、活動に大幅な遅れが生じたことから天然

資源環境省（MONRE）から協力期間を延長するよう要請があり、2011 年 9 月 19 日付の M/M 
にて 2014 年 5 月 19 日まで協力期間を延長することとなった。 
 
１- ２協力内容 
（１） 上位目標 

データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国家 GHG インベン

トリが定期的に作成される。 
 

（２） プロジェクト目標 
データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国家 GHG インベン

トリを定期的に作成する能力が強化される。 
 

（３） 成果 
成果１：国家 GHG インベントリに必要なデータを定期的及び体系的に収集し編纂する能

力が向上する。 
成果２：国家 GHG インベントリに係る関連省庁・研究機関の理解を促進する能力が向上

する。 
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成果３：各分野〔エネルギー、工業プロセス、農業、土地利用・土地利用変化及び林業（Land
Use, Land-Use Change and Forestry：LULUCF）及び廃棄物〕のインベントリ作

成過程において、それぞれの分野に関する品質保証/品質管理（QA/QC） 活動に

ついて、総合的に管理する能力が向上する。 
 
（４） 投入（評価時点） 
日本側：総投入額約 2.3 億円 
長期専門家派遣：2 名（41 人/月） 
短期専門家派遣：8 名（39.8 人/月、業務実施契約） 
機材供与：11 千 USD 
ローカルコスト負担：681 千 USD 
研修受入 
本邦研修：4 名（2012 年 2 月 21 日～28 日） 
第三国研修（韓国）：13 名（2013 年 10 月 13 日～17 日） 

 
相手国側： 
カウンターパート配置：25 名 
土地・施設提供：プロジェクト執務室 
ローカルコスト負担：7.08 億 VND（現地通貨）（2011 年 5 月～2013 年 12 月） 

２. 評価調査団の概要 
調査者 担当分野 氏名 所属 

団長 川西 正人 JICA 国際協力専門員 
GHG インベントリ

（１） 
野尻 幸宏 国立環境研究所地球環境研究センター 温室効

果ガスインベントリオフィス、マネージャー 
GHG インベントリ

（２） 
赤木 純子 地球環境戦略研究機関 北九州アーバンセンタ

ー 
協力企画 碓井 祐吉 JICA 地球環境部気候変動対策室兼環境管理グル

ープ 
評価分析 伊藤 治夫 （株）アイコンズ 主任コンサルタント 

調査期間 2014 年 2 月 12 日～3 月 1 日 評価種類：終了時評価調査 
３.評価結果の概要 
３-１ 実績の確認 
（１） 投入・活動実績 
日本側、ベトナム側からの投入は計画通り実施され、成果の発現に貢献している。本プロジェ

クトでは、3年8ヵ月のプロジェクト期間において、成果1から成果3にかかわる活動が実施され

た。成果1の活動として、国家GHGインベントリ作成に必要となる関係機関の能力に関する調査

（キャパシティ・アセスメント）の実施、QA/QC手法、国内体制、インベントリ編纂に関する

手順（ロードマップ）に関する報告書類が整備された。成果2の活動としては、国家GHGインベ

ントリ作成に関するワークショップ及びミーティングが実施され、関係機関の能力強化が図られ

た。成果3の活動は、2005年、2010年国家GHGインベントリの作成過程におけるQA/QC活動が

実施された。終了時点においては、成果1、成果2の活動はほぼ完了しており、成果3に関して、

2005年国家GHGインベントリ作成過程で明確になった課題を2010年国家GHGインベントリに

反映する作業が実施されている段階にある。 
 

（２） 成果の達成状況 
【成果 1】国家 GHG インベントリに必要なデータを定期的及び体系的に収集し編纂する能力が

向上する。 
成果1の成果指標は国家GHGインベントリ作成に必要なデータ編纂、QA/QC及び省庁間の制度

的取り決めに係る手順の文書化となっている。2012 年8 月までに指標に対応した4件の報告書

がプロジェクト短期専門家、独立行政法人国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィス
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（GIO）の支援のもとに作成された。 
残りの指標である国家GHGインベントリ作成に向けたデータ収集、保管、維持に関しては、5

セクター合計で108件のカテゴリー（データセット）を対象としたデータ収集が実施されている。

インベントリ作成に必要なデータ、算定方法、今後の課題は、国家GHGインベントリ報告書（NIR）

にまとめられた。 
 
【成果 2】成果 2：国家 GHG インベントリに係る関連省庁・研究機関の理解を促進する能力が

向上する。 
成果2の指標は、インベントリに係る関連省庁・研究機関へのワークショップ開催数となって

いる。関係省庁（計画投資省、農業農村開発省、産業通商省、交通運輸省、建設省及びベトナム

統計総局等）に対してプロジェクト開始のキックオフミーティングを含めインベントリの内容、

進捗を説明するワークショップが計3回開催されている。また短期専門家により、カウンターパ

ート機関（気象水文気候変動局：DMHCC、天然資源環境戦略政策研究所：ISPONRE、気象水

文環境研究所：IMHEN、ベトナム環境保護総局：VEA）に対して、計13回のセミナー及び会議

が開催された。さらに長期専門家によるカウンターパート機関への技術研修セミナー が実施さ

れた。 
 

【成果 3】成果 3：各分野〔エネルギー、工業プロセス、農業、土地利用・土地利用変化及び林

業（Land Use, Land-Use Change and Forestry：LULUCF）及び廃棄物〕のインベントリ作成過

程において、それぞれの分野に関する QA/QC 活動について、総合的に管理する能力が向上する。

成果3の指標は、未推計であったカテゴリの排出・吸収量の新たな算定及び排出係数及び他の

係数の改善である。プロジェクトにより108件のカテゴリ（データセット）が最終的に調査対象

とされ、そのうち第2回国別報告書（SNC）の34件から、プロジェクトで作成された2005年イン

ベントリでは76件、2010年では86件1が調査済みもしくは調査中とそのデータのカテゴリ数が増

加している。またSNCに比較して、2005年インベントリでは7件のカテゴリで排出係数やその他

の係数が改善され、そのなかでも廃棄物の埋立てにかかわる排出係数に関しては、算出方法の段

階（Tier）が向上した。同時に28件の未確認データにおいても、注釈用語（Notation key）2が付

与されるなど、QA/QC活動を通してデータの質の改善が図られた。 
 
（３） プロジェクト目標の達成状況 
【プロジェクト目標】データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国

家 GHG インベントリを定期的に作成する能力が強化される。 
プロジェクト目標の指標は、2005 年及び 2010 年に関する国家 GHG インベントリの作成と

排出・吸収量の算定方法の改善である。 
指標 1に関しては、2005年の国家 GHG インベントリ報告書の初稿が 2013年 7月に提出され、

DMHCC 及び他の関連省庁からのコメントが反映され、最終報告書が提出された。終了時評価時

点（2014 年 2 月）では、査読のため、報告書をベトナム語に翻訳しており、その後 DMHCC に

より承認される予定である。一方で 2010 年インベントリにかかわるデータ収集作業は 2013 年

9 月から開始されており、当初のプロジェクト終了時点である 2014 年 5 月に初稿の提出が計画

されている。2010 年のインベントリは、2014 年中に UNFCCC へ提出される隔年更新報告書

（BUR）へ活用されることが計画されているため、期限内の作成が達成される可能性は高いと

いえる。 
指標 2 の排出・吸収量の算定方法の改善の達成状況に関しては、「成果の達成状況」の成果 3

に示した通り、未推計であったカテゴリの排出・吸収量が新たに算定されたと同時に、排出係数

及び他の係数が改善していることが確認された。 
 
３-２ 評価結果の要約 

                                            
1 部分的なデータ収集、Notation key の付与も含む。 
2 データ所在や不所在に係る説明を付するために用いられている注釈用語。 
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（１） 妥当性 （高い） 
1994 年 11 月に国連気候変動枠組条約（UNFCCC）が批准されて以降、ベトナム政府は気候

変動に備えた国家政策の準備と実施を行ってきた。この分野における国家政策としては①「国家

グリーン成長戦略」（2012 年 9 月 25 日付首相令）、②「気候変動国家戦略」（2011 年 12 月 5 日

付首相令）、③「気候変動に対処する国家目標計画 2012-2015」（2012 年 8 月 30 日）、④「GHG
排出及び炭素クレジット取引の管理計画」（2012 年 11 月 21 日付首相令）等が策定されている。

この中で④「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画」では、国家 GHG インベントリ体

制の構築を政府の優先活動の 1 つとして位置づけている。 
途上国が国家 GHG インベントリ報告の更新を含む BUR を 2014 年以降提出することが義務

化された。国別に適切な緩和行動（NAMA） における計測・報告・検証（MRV）が重要視され

てきた背景のもと、援助の有効性を検証するためにも、国家 GHG インベントリの精度を高める

ことに、関係省庁からの関心が高まっている。 
我が国の政策との整合性に関して、JICA はベトナムが国家目標として掲げる「2020 年までの

工業国化の実現」達成への支援として、日本国政府の対ベトナム国別援助計画に基づき、①経済

成長促進と国際競争力の強化、②社会・生活の向上と格差の是正、③環境保全、④ガバナンス強

化という「環境保全」を含む 4 点を柱とした支援を実施している。 
 

（２） 有効性（高い） 
プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標である「データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明

確な国家 GHG インベントリを定期的に作成する能力が強化される。」に関しては、組織、人材

双方において国家 GHG インベントリを準備する能力が向上したといえる。 
指標１である 2005 年、2010 年の国家 GHG インベントリ作成に関しては、2005 年版インベ

ントリ及び NIR が 2014 年 3 月に承認される予定である。一方で 2010 年インベントリは終了時

評価時点では作成中であり、2014 年 5 月にドラフトを完成することを計画している。 
指標 2 に関しては、例えば Tier =算定方法の段階の向上及び Notation key の付与といったよう

に、2005 年及び 2010 年のインベントリは 2000 年インベントリと比較してカテゴリに関する算

定方法が改善されている。 
 
成果のプロジェクト目標への貢献度 
それぞれの成果の達成度も高く、成果である国家 GHG インベントリ体制の文書化、関係機関

への理解促進、QA/QC の管理はプロジェクト目標達成に寄与している。しかしながら、国家 GHG
インベントリ体制は現時点において、機能していない。このことはカウンターパートの能力強化

を目指したプロジェクト目標の達成に影響を与えるものではないが、上位目標である将来の国家

GHG インベントリの定期的な作成を実施する上で不可欠な要素となる。また国家 GHG インベ

ントリ体制の構築は今後のデータ収集、他省庁によるインベントリ承認の迅速化を促すものであ

る。 
 
（３） 効率性（中程度） 
短期専門家により、国家 GHG インベントリの準備作業が実施され、長期専門家が国内実施体

制及び QA/QC の計画を担うといった体制をとることにより、プロジェクトが順調に推移したと

いえる。またカウンターパートが適切な機能を有する組織から選定されたことは効率性の向上に

つながった。一方で 2005 年国家 GHG インベントリの承認過程においては、最初のドラフト提

出後、9 ヵ月が経過した現在も承認されておらず、国家 GHG インベントリ承認のための関係省

庁、組織間の調整及び異なるデータセットの調整、排出量、炭素吸収量に関するデータの調和に

多くの時間が費やされた。効率性の向上には国家 GHG インベントリ体制の整備による関係機関

の調整、承認プロセスの今後改善が求められる。 
 

（４） インパクト（高い） 
上位目標の達成見込み 
上位目標である「データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な国家
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GHG インベントリが定期的に作成される。」に関しては、2005 年、2010 年の国家 GHG インベ

ントリ作成を通した能力の向上が確認されたカウンターパートにより、将来的に達成することが

見込まれる。また国家 GHG インベントリを含む BUR、NC に関しては、国際コミットメントと

して優先的に予算が配分されることが想定される。 
 
その他の正のインパクト 
カウンターパートである IMHEN の職員 2 名が UNFCCC の GHG インベントリ・レビュアー

の資格試験に合格したことは、プロジェクトによる能力強化のインパクトである。またカウンタ

ーパート機関への能力強化は同時に、NAMA のような地球温暖化にかかわる類似事業の効果的

な実施にもインパクトを与える。波及効果としては、IMHEN、VEA のカウンターパートが新人

や関係省庁の職員に技術、知識を共有するための活動を実施していることが確認された。さらに

プロジェクトを通した国家 GHG インベントリの作成は、今後の BUR 及び NC 作成における各

組織の役割分担を明確にし、国内体制の構築に正の影響を与えることが想定される。 
 

（５） 持続性（中程度） 
政策面 
国家 GHG インベントリにかかわる省庁、分野、地域の能力強化の必要性が「GHG 排出及び

炭素クレジット取引の管理計画」（2012 年 11 月 21 日付首相令）に記載されている。これに加

え、2011 年の気候変動枠組条約第 17 回締約国会議（COP17）により、途上国における UNFCCC
に対する第 1 回目 BUR は 2014 年を提出期限として定められた。このことからも政策面での持

続性は高いと判断される。 
 
組織面 
「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画」（2012 年 11 月 21 日付首相令）において、

インベントリ作成ための国内体制整備の法令化について提言が提出された。同省令では MONRE
がインベントリ作成の中心的役割を担う組織であることが明記されている。一方でインベントリ

の国内体制整備の法令化は現在進行中であり、データ収集、関係省庁間の協力等を促すうえで不

可欠といえる。 
 
財政面 
DMHCC は 2014 年に提出する第 1 回 BUR を国家予算で作成することを表明している。また

プロジェクト終了後は BUR 及び NC の作成予算として、地球環境ファシリティ（GEF）3からの

予算が活用される可能性が高いことが確認された4。さらに他ドナーも近年 NAMA 及びその他の

気候変動対策に係る援助イニシアティブの具体化への支援に高い関心を示していることから財

政面の持続性は高い。 
 
技術面 
GHG インベントリ作成にかかわるデータの編纂、とりまとめにかかわるカウンターパートの

技術、知識の向上が確認された。一方で特に 2010 年 GHG インベントリ作成には高いレベルで

のデータ収集、分析方法の理解、QA/QC に関して、日本人専門家によるさらなる技術移転の必

要性が指摘された。さらには IMHEN、VEA のカウンターパートの人数は各分野で 1 名から 2 名

と限定的であり、将来の人事異動等を配慮すると、インベントリ作成にかかわる継続的な人材の

養成、適正人数の配置が求められる。 
    

３-３ 効果発現に貢献した要因 
（１） 計画内容に関すること 

                                            
3 開発途上国及び市場経済移行国が、地球規模の環境問題に対応した形でプロジェクトを実施する際に追加的に

負担する費用につき、原則として無償資金を提供する。 
4 実際に SNC の GHG インベントリ部分の予算 60,000USD は国連開発計画（UNEP）が GEF を用いて拠出し

た。 
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カウンターパートの高いコミットメント 
MONRE の下部組織からのカウンターパートはプロジェクト活動である GHG インベントリ作

成に対して高いコミットメントを有していることが確認された。これは各カウンターパートがそ

の組織の役割に応じて適切に選定されていること、カウンターパート機関の役割が実施体制とし

て明確にプロジェクトドキュメントに定義されていることがカウンターパートのコミットメン

トを引き出した要因といえる。 
 
（２） 実施プロセスに関すること 
特になし 

 
３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 
（１） 計画内容に関すること 
国家 GHG インベントリ体制の未構築 
多省庁にまたがるデータ収集、特に農業、LULUCF、廃棄物及び工業プロセス分野の一部のデ

ータの入手が困難となっている。これは関係省庁からのデータの提供要請のための法的根拠とし

ての国家 GHG インベントリ体制の未構築が要因となっている。前述の通り、2014 年 2 月現在、

国家 GHG インベントリ体制の構築を含んだ環境保護法（LEP）の国会承認が行われている。同

時に 2012 年 11 月首相承認の「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画」（MGG&CC, 
No.1775/QD-TTg）には、2015 年までに GHG インベントリ国内制度を法令化することが含まれ

ている。今後、法令化に向けた具体的な取り組みのフォローアップが求められる。 
 

（２） 実施プロセスに関すること 
国家 GHG インベントリ承認プロセスの遅延 

2005 年の国家 GHG インベントリは最終ドラフトが 2013 年 7 月に提出されたが、終了時評価

時点（2014 年 2 月）においてもまだ承認されていない。これは特に LULUCF 分野において算出

根拠にかかわるコメント対応、及び再計算の必要性が生じたことが主な原因である。2010 年の

国家 GHG インベントリは、2014年末までの発行が計画されている BURに用いられることから、

その承認プロセスは 2005 年の教訓を活用し、短縮化することが求められている。 
 

日本人短期専門家とカウンターパートの日程調整 
カウンターパートへの技術移転は主に短期専門家が担っているが、短期専門家のベトナムへの

派遣期間が 1 週間程度と短いことから、カウンターパートへの技術移転の期間は限定的であり、

短期専門家の派遣期間とのスケジュール調整が困難となっている。 
 
３-５ 結論 

プロジェクトが取り組む国家 GHG インベントリの作成を通じた人材開発は、ベトナムの国家

政策及びカウンターパート機関のニーズに合致しており、妥当性は高いといえる。また成果指標、

プロジェクト目標にかかわる指標は終了時評価時点でほぼ達成しており、懸案となっている

2010年国家GHGインベントリの作成も当初のプロジェクト終了時期である 2014年 5月にはド

ラフトの提出が可能となることから、有効性も高いと判断できる。一方で国家 GHG インベント

リ体制の機能化、インベントリ承認プロセス、短期専門家とカウンターパートの日程調整に課題

が見られるため効率性は中程度となる。上位目標の達成見込みも高く、プロジェクトによるカウ

ンターパート機関の能力向上により、その他の正のインパクトも多く発現していることが確認さ

れた。持続性に関しては、組織面での国内体制の構築、技術面でのカウンターパートのさらなる

能力向上の必要性が指摘されたことから中程度と判断する。 
 
３-６ 提言 
（１） 2010 年の国家 GHG インベントリ、第 1 回 BUR 作成のためのロードマップの作成 

2005 年インベントリは承認に時間を有した。2010 年のインベントリの承認にはその経験を活

用することにより承認プロセスを迅速に行う必要がある。さらに 2010 年インベントリ及び BUR
完成までのロードマップを作成する必要がある。 
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（２） 国内体制の構築 
法制度に基づいた GHG インベントリ国内体制の構築に関して、DMHCC が作成した首相令

「GHG 排出及び炭素クレジット取引の管理計画」（MGG&CC, No.1775/QD-TTg）に 2015 年ま

でに構築することが記載されている。現在は国内体制の在り方に関して、調査が実施されている

段階であるが、国内体制に関して、調査結果のとりまとめ及び構築までのロードマップを作成す

る必要がある。 
 

（３） 能力開発及び適切な配置 
プロジェクトにより GHG インベントリにかかわる人材育成は適切に実施されたが、カウンタ

ーパートの能力、技術はプロジェクト終了後、GHG インベントリを独自に改善していくために

は十分とは言えない。また直接日本人専門家による技術移転を受けた人員も限定していることか

ら、インベントリ作成にかかわる更なる人材の育成と適切な人員配置が求められる。 
 
３-７ 教訓 

本プロジェクトが計画された 2009 年当時の頃と比べると、気候変動対策をとりまく国際環境

は大きく変化した。UNFCCC に加盟する非附属書 I 国に対して、その能力や報告書作成の支援

レベルに対応する形で、国家 GHG インベントリの更新情報を含む BUR の提出が義務づけられ

るようになった。このことは裨益国のコミットメントを高めることにも貢献しているが、一方で

具体的な GHG 削減目標を割り振られた他省庁との調整を困難にさせる要因ともなっている。 
他省庁の協力によるデータ収集、インベントリの承認プロセスの迅速化には、事前の省庁間調

整が重要となることから、国家GHGインベントリ体制の構築はドキュメントの作成のみならず、

他省庁の利害関係、ドナーの援助動向を継続的に確認し、構築プロセスを確実にフォローする体

制を組み込む必要がある。 
 
３-８ フォローアップ状況 

本終了時評価の結果、2014 年末にベトナム政府が UNFCCC に提出する第 1 回 BUR において、

本プロジェクトで作成する 2010 年の国家 GHG インベントリが含まれる予定であることから、

2010 年のインベントリ作成・承認プロセス支援を視野に入れ、2014 年 10 月 15 日まで 5 ヵ月

間プロジェクトを延長する。 
また、本プロジェクトの結果、2005 年の国家 GHG インベントリでは、2000 年と比べ、特に

LULUCF セクターにおいて、大きな変化が示されたが、上記の延長期間中に、右の要因及びそ

の政策的含意を検討の上、とりまとめる予定である。 
さらに、国家 GHG インベントリの国内体制の構築については、その工程に不確実な点がある

ことから、関連の政府文書策定に係る支援等を、上記延長期間中に行うことは困難であるが、状

況に応じ、今後開始予定の「気候変動緩和計画/戦略策定支援プロジェクト」での対応の可能性

及び妥当性を別途検討する。 
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ベトナム 国家温室効果ガスインベントリ能力向上プロジェクト 
終了時評価調査グリッド 

 
I. 実績 

評価分野 評価設問 情報源 入手方法

1. 投入 

JICA： 
 長期・短期専門家の派遣：2014年1月現在の派遣専門家の構成と計画

投入人月数及び実績 
 2014年1月現在のプロジェクトが雇用したローカル・スタッフ及びコ

ンサルタントの職務・員数 
 支出内訳別・年次別JICA負担のローカルコスト 
 JICAにより供与された機材のリスト 
 本邦または第三国研修の実施期間、受講生氏名、研修コースの課題 
 ベトナムで実施された研修・セミナー記録（期日、場所、目的、講師

氏名、参加員数、所属機関）

プロジェクト
報告書類 
 
専門家 

文献調査
 

ベトナム： 
 カウンターパート(CP)要員のリスト及び本プロジェクト実施におけ

るその役割（DMHCC, IMHEN, ISPONRE, VEA別） 
 プロジェクト活動に要したCP投入人月数に係る推定（情報がある場

合） 
 実施機関（MONRE-DMHCC）負担コスト 
 実施機関の便宜供与：プロジェクト事務所、通信設備、光熱水費、研

修・セミナー用会議室等 

プロジェクト
報告書類 
 
CP機関 
専門家 
 

聴取調査
 

2. プロジェ
クト目標 

プロジェクト目標：  
データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な
国家GHGインベントリを定期的に作成する能力が強化される。 
 
指標1：2005 年及び2010 年に関する国家GHG インベントリが作成され
る。 
指標2：インベントリの算定方法が〔低次のTier（=算定方法の段階）か
ら高次のTierに、注釈用語（notation keys）の改善〕改善される。 
 2005年GHGインベントリの承認状況、2010年国家GHGインベントリ

の進捗状況（2014年3月完成予定） 
 インベントリの算定方法、注釈用語の改善度合い、指標入手、達成状

況 
 プロジェクト目標の達成見込み、促進阻害要因、外部条件

CP機関 
専門家 
 

聴取調査
 

3．上位目標
（見込み） 

上位目標： 
データが正確で時系列的一貫性を有し、排出・吸収量算定方法が明確な
国家GHG インベントリが定期的に作成される。 
 
指標：国家GHG インベントリの作成（2 年に1 度） 
 上位目標の達成見込みをCP機関の組織、能力、予算確保の可能性よ

り確認 

CP機関 
専門家 
 

聴取調査
 

4. 成果 

成果1： 
国家GHGインベントリに必要なデータを定期的及び体系的に収集し編
纂する能力が向上する。 
 
指標 
1-1インベントリ編纂に関する手続きの文書化 
1-2品質保証／品質管理（QA/QC）に関する手続きの文書化 
1-3国家GHGインベントリに関するデータの適切な収集、保管、維持 
1-4国家GHGインベントリ作成に関する制度的取り決めの文書化 
 各指標に対応する文書の確認。各文書の有効性、満足度、活用度

CP機関 
プロジェクト
報告書類 
専門家 
 

聴取調査
質問票 
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成果2： 
国家GHGインベントリに係る関連省庁・研究機関の理解を促進する能力
が向上する。 
 
指標： 
2-1XX回のワークショップ開催 
 IMHEN、VEAもしくは長期・短期専門家により実施された関係機関

の理解促進、インベントリ作成、算定方法のための研修、セミナーの
実施状況（期日、場所、目的、講師氏名、参加員数、所属機関）、参
加者の満足度

プロジェクト
報告書類 
専門家 

聴取調査
質問票 

成果3： 
各分野（エネルギー、工業プロセス、農業、土地利用・土地利用変化及
び林業［LULUCF］及び廃棄物）のインベントリ作成過程において、関
連省庁が実施するそれぞれの分野に関するQA/QC活動について、
DMHCCが総合的に管理する能力が向上する。 
 
指標： 
3-1潜在的に算定可能であったが、今まで算定が考慮されていなかった
ため未推計であったカテゴリの排出・吸収量が新たに算定される 
3-2各カテゴリの排出係数及び他の係数が改善される 
 インベントリ編纂に向けた関連活動の進捗状況 
 パラメータの検討に係る活動の進捗状況 
 2005年インベントリの改善点、2010年に向けての改善策 
 各指標の入手状況、達成度 

プロジェクト
報告書類 
専門家 
 

聴取調査
質問票 

 

II. 実施プロセス 

評価分野 評価設問 情報源 入手方法

1.活動の実施
状況 

 活動の達成度、達成時期について計画と実績の比較
 活動実施の上での阻害・促進要因

CP機関 
専門家 

聴取調査

2.ステークホ
ルダーの関係 

 CP機関及びJICA事務所の意思決定プロセス及びプロジェクト管理の
方法 

 省庁間会議、JCCの開催頻度 
 CP機関とJICA専門家の間の意思疎通実施状況

CP機関 
専門家 

聴取調査

3．相手国実施
機関のオーナ
ーシップ 

 CP機関（DMHCC、IMHEN、ISPONRE、VEA）要員配置状況
 CPのプロジェクトのおける役割（所掌事項） 
 CPのオーナーシップ 

専門家 
 

聴取調査
 

 他省庁からのインベントリ・データ収集にかかわる支援制度構築、
関係省庁間の協力を定める法的文書の有無

専門家 
 

聴取調査

 CP機関からの予算の配布状況 CP機関 
専門家 

聴取調査

4．他ドナーと
の関係 

 COP 17をうけた地球環境ファシリティ（GEF）による隔年更新報告
書（BUR）作成資金の支援による将来の予算確保の可能性 

 他ドナーとの協力関係、協力内容の重複

CP機関 
専門家 
 

聴取調査
 

5.プロジェク
トの阻害促進
要因 

 NIRの完成後のDMHCCによる受理の遅れの要因および解決策
 関連各省庁の部署機能の見直しおよび本プロジェクトの管理組織

（PMU）に与える影響の有無 
 その他の促進・阻害要因 

CP機関 
専門家 

聴取調査

 
 
III. 評価5項目 
1. 妥当性 

評価分野 
所要データ・情報 情報源 入手方法

主分野 副分野 

1. 国家政策に見
る優先課題 

GHGインベント
リ関連政策 

 中間レビュー時において整合性が確認された
以下の政策以外に関連する政策の有無 

- National Green Growth Strategy（2012 年 9 月 25 日） 
- National Climate Change Strategy（2011 年 12 月 5 日） 
- National Target Program to Respond to Climate Change 

CP機関 
専門家 

文献調査
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Period 2012-2015（2012 年 8 月 30 日） 
 2012 年11 月に首相承認された“Project of 

greenhouse gas emission management； 
management of carbon credit business activities 
to the world market”におけるインベントリの
体制整備の位置付け

2. 実施機関のニ
ーズ 

実施機関：CP機関  上記の関連政策実施に係るDMHCCの所掌
 国家GHGインベントリ編纂に向けたCP機関
の組織能力向上の必要性

CP機関 
事前調査報告

聴取調査
文献調査 

3. 裨益者ニーズ 対象グループ：CP
機関の担当要員 

 CP機関担当要員の能力向上の必要性
 途上国における隔年更新報告書（BUR）の

2014年以降の義務化、国別に適切な緩和行動
（Nationally Appropriate Mitigation Actions：
NAMA）イニシアティブによる関連省庁のオ
ーナーシップの変化

CP 
事前調査報告

聴取調査
 

4. プロジェクト
アプローチの適
切性 

  ターゲットグループ（あるいはCP機関）の選
定 

 能力開発の手法 
 長期・短期専門家の派遣を通じたプロジェク
トの実施・運営 

 JICA専門家とナショナル・コンサルタントの
連携で行われているデータ収集と編纂分野の
技術移転の有効性

CP機関 
事前調査報告
 

聴取調査
 

5．日本政府援助
方針との整合 

日本のODAにお
ける優先課題との
整合性 

 日本政府ODA大綱 外務省 
事前調査報告
 

文献調査

対ベトナム国別援
助方針との整合性 

 ベトナム国事業展開計画 JICA 
事前調査報告

文献調査

6. その他  中間レビュー開始以降に見られたプロジェク
ト実施環境（政策、社会経済など）の変化

専門家 聴取調査

 
2. 有効性 

評価分野 
所要データ・情報 情報源 入手方法

主分野 副分野
1. プロジェクト
目標の達成見込
み 

プロジェクト目標
達成の状況 

 プロジェクト目標達成の状況・可能性
 設定指標の妥当性 

グリッドI-2 
 

文献調査

 プロジェクト目標達成にかかわる促進、阻害
要因

専門家 聴取調査

2. 成果とプロ目
標の間の因果関
係 

各成果の達成度お
よびプロジェクト
目標達成への寄与 

 下記に示す各成果の確認項目に基づいた達成
度およびプロジェクト目標達成への貢献度 

成果1：データ収集・編纂能力 
関係機関のインベントリの改善能力、実際の
インベントリ改善の事例 

成果2：理解促進 
CPによるデータ提供元となる各省庁に対す
る理解促進にかかる活動の状況 

成果3：QA及びQC活動の管理 
2005インベントリで特定された課題、2010イ
ンベントリでの改善策

CP機関 
専門家 
 

聴取調査
質問票 

プロジェクト目標
達成に影響する外
部の状況 

 CP機関担当要員の定着率
 その他、プロジェクト目標達成に影響する外
部条件

CP機関 
専門家 

聴取調査
質問票 

 
3. 効率性 

評価分野 
所要データ・情報 情報源 入手方法

主分野 副分野
1．投入の進捗 投入進捗の状況  日本側：専門家派遣、機材供与、本邦研修、

第三国研修、ローカルコスト 
 ベトナム側：CP人員の配置、プロジェクト運
営経費

グリッドI-1 文献調査

投入の適切性  専門家の分野の適切性、研修受講生の満足度 
 日本、ベトナム側の投入の時期、品質及び量

CP機関 
専門家 

聴取調査
質問票
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の満足度
2．成果の達成状
況 

成果1から成果3の
達成状況 

 指標に見る成果達成の状況（グリッドI-3 参
照）

グリッドI-3 
 

文献調査

3．投入、活動及
び成果の間の因
果関係 

成果達成のための
投入の妥当性 

 人員等のプロジェクト・リソース投入におけ
る過不足の有無

専門家 聴取調査

成果達成の外部状
況の影響 

 成果達成のためのその他の外部条件（グリッ
ドII-5 参照）

専門家 聴取調査

4. 費用効率 成果に見合った投
入コスト 

 JICA類似案件、多ドナーの実施しているプロ
ジェクトとの研修コストの比較

JICA 文献調査

5．類似プロジェ
クトとの連携 

  他のJICA、多ドナーのプロジェクトとの連携
の可能性

グリッドI-4 文献調査

 
4. インパクト 

評価分野 
所要データ・情報 情報源 入手方法

主分野 副分野
1. 上位目標達成
の見込み 

上位目標達成の見
込み 

 プロジェクト目標の達成状況に基づく上位目
標達成の見込み（グリッドI-3参照）

グリッドI-3 文献調査

上位目標の阻害要
因 

 以下の上位目標に向けた外部条件が満たされ
る可能性 

- 2005年GHGインベントリの承認状況ベト
ナム政府によるGHGインベントリ作成予
算の確保 

 上位目標達成を促進・阻害する要因

グリッドI-3 文献調査

2. 正のインパク
ト 

  MONREと関係機関との協力関係の促進、
GHGインベント報告書の品質向上 

 前回の国別報告（SNC）において算定対象と
されていなかったインベントリ・カテゴリー
に関する活動量データ、排出係数及びその他
のパラメータの入手 

 関連する国家統計が整備される道筋を開く可
能性 

 その他の正のインパクトの有無

CP機関 
専門家 

聴取調査

3. 負のインパク
ト 

  プロジェクトに起因する負のインパクトの
有無

CP機関 
専門家 

聴取調査

 
5. 持続性 

評価分野 
所要データ・情報 情報源 入手方法

主分野 副分野
0. 主なプロジェ
クト便益 

  プロジェクトが残す主たる便益
 持続的効果を促進・阻害する要因

CP機関 
専門家 

聴取調査

1. 政策面 政策支援は協力終
了後も継続される
可能性 

 国家GHGインベントリを開発・維持すること
を支援する関連政策の継続可能性 

グリッドIII-1 文献調査

2. 組織面 インベントリを開
発・維持するCP機
関の活動実施体制 

 中間レビューの提言を受けた国内関係機関・
省庁からの持続的な協力のための同国内制度
の法令化 

 Decision 1775/QD-TTg（2012年11月）による
インベントリ作成の国内体制設置にかかわる
進捗、DMHCCにおける委員会の設置状況

CP機関 
専門家 
 

聴取調査

3. 財政面 活動の継続に必要
な財源確保の可能
性 

 所要活動の取り組みに必要な予算額の推定
 プロジェクト終了後のGHGインベントリの
策定、修正、国別レポート作成時の必要予算
確保の見込み 

 COP 17をうけたGEFによるBUR作成資金の
支援、もしくは政府予算による将来の予算確
保の可能性

CP機関 
プロジェクト
報告書 

聴取調査
文献調査 
 

4. 技術面 活動の継続に必要
なCPの能力開発
の状況 

 継続的にGHGインベントリの策定、修正する
ためのCPの技術能力の有無 

 中間レビューの提言を受けたCP機関による
インベントリ全体の取りまとめ（インベント
リ・サイクル）、分野横断的な調整を担う人
材の能力強化の実施状況 

 実施機関のオーナーシップ（当事者意識）

CP機関 
専門家 
 

聴取調査
質問票 
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Questionnaire to Counterpart Personnel 

 
The Final Evaluation on 

“The Project for Capacity Building for National Greenhouse Gas (GHG) Inventory in 
Viet Nam”  

 
In order to review and evaluate the inputs, activities and achievements of the Project, we kindly request 

you to answer the following questions and provide us with documents relevant to the specific questions. Your 
contributions will remain anonymous and confidential.  
 
1. Questions about yourself 

Please check the box that reflects your organization: 

DMHCC 

IMHEN 

ISPONRE 

VEA 

 
 2. Questions about the Project 

Please check the box that most closely reflects your opinion: 

1=Strongly Disagree, 2=Disagree, 3=Agree, 4=Strongly Agree 

1. Training and seminars provided by the Project is very useful in upgrading my ability to 
prepare GHG inventories. 

1
 

2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

2. I have enough capacity to collect and compile necessary data to prepare GHG 
inventories. 

1
 

2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

3. I have enough capacity to promote understanding of participants of the seminars 
about the GHG inventions. 

1
 

2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

－ 78 －



 
4. I have enough capacity to manage quality assurance/quality control of the GHG 

inventions. 
1

 
2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

5. The documents to guide the procedure for inventory and QA/QC developed by the 
project are appropriate and effective. 

1
 

2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

6. I observe the other counterparts are well motivated to participate the project activities. 1
 

2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

7. I have observed some difficulties/problems in preparation of the GHG inventories. 1
 

2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

8. Inputs from Japanese side are appropriate. (Japanese long and short-term experts, 
equipment, national and local consultants and budget) 

1
 

2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

9. 
Inputs from Vietnamese side are appropriate. (counterparts, facilities and budget) 1

 
2 3 4

a) Please give reasons for your response (explain as concretely as possible). 

 

Thank you for taking the time to complete the questionnaire. 
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国家温室効果ガスインベントリ能力向上プロジェクト 
終了時評価調査インタビュー項目 

対象 質問項目 

PMU 

PC 

Project team 

【Verification of Enforcement Process】 

 Is the project producing outcomes as expected? Is the progress of the project satisfactory?  Are 

there any difficulties/problems in the implementation of project? How can the problems be solved? 

 Are the number and selection of counterparts appropriate to conduct the project?  Do they have 

enough ability to conduct project activates?  

 Are the roles and responsibility of the project counterpart organizations (DMHCC, IMHEN, 

ISPONRE and VEA) clearly identified?  

 Are the roles and responsibility of the local staff and national consultants of the project clearly 

identified?  

 Is there good relationship between experts and project counterparts? Is there good communication? 

 When does MONRE develop an inter-ministerial circular? And how it will contribute to the 

implementation of the project? 

 Has the organizational restoration of the related ministries affected to the Project Management Unit 

(PMU) and the implementation of the project?  

 Is there any hindrance factor of the project implementation? How are these problems managed? 

【Relevance】 

 Does the content of training and seminars conducted by the Japanese experts correspond with the 

needs of participants? 

 In the approach of the project for data collection and compilation by a combination of the JICA 

experts and national consultants relevant to promote preparation of the GHG inventories?  

 Are the project activities consistent with the national strategies?  Apart from following national 

strategies, is there any other strategies corresponding to the aims of the Project? 
-National Green Growth Strategy (Sep. 2012) 
-National Climate Change Strategy (Dec. 2011) 
-National Target Program to Respond to Climate Change Period (Oct. 2012) 

【Effectiveness】  

 Is there high possibility to complete GHG inventories for 2005 and 2010 by the end of project 

period?  Is there any hindering factor to complete those inventories?  How are these factors 

managed? 

 Are the levels of target indicators for the Project Purpose and Outputs of the project appropriate?  

 Does the training and seminars provided in the project contribute to the preparation of the GHG 

inventories? 

 Is training in Japan and third country (Korea) useful in upgrading knowledge and skills of 

participants? Are the training participants applying the knowledge and skills to project activities? 

 Are the documents to guide the procedure for inventory and QA/QC developed by the project 

appropriate and effective? 

 Do counterparts have enough capacity to collect and compile necessary data (Output 1), to promote 

understanding of the GHG inventions (Output 2) and to manage quality assurance/quality control 

 

国家温室効果ガスインベントリ能力向上プロジェクト 
終了時評価調査インタビュー項目 

対象 質問項目 

PMU 

PC 

Project team 

【Verification of Enforcement Process】 

 Is the project producing outcomes as expected? Is the progress of the project satisfactory?  Are 

there any difficulties/problems in the implementation of project? How can the problems be solved? 

 Are the number and selection of counterparts appropriate to conduct the project?  Do they have 

enough ability to conduct project activates?  

 Are the roles and responsibility of the project counterpart organizations (DMHCC, IMHEN, 

ISPONRE and VEA) clearly identified?  

 Are the roles and responsibility of the local staff and national consultants of the project clearly 

identified?  

 Is there good relationship between experts and project counterparts? Is there good communication? 

 When does MONRE develop an inter-ministerial circular? And how it will contribute to the 

implementation of the project? 

 Has the organizational restoration of the related ministries affected to the Project Management Unit 

(PMU) and the implementation of the project?  

 Is there any hindrance factor of the project implementation? How are these problems managed? 

【Relevance】 

 Does the content of training and seminars conducted by the Japanese experts correspond with the 

needs of participants? 

 In the approach of the project for data collection and compilation by a combination of the JICA 

experts and national consultants relevant to promote preparation of the GHG inventories?  

 Are the project activities consistent with the national strategies?  Apart from following national 

strategies, is there any other strategies corresponding to the aims of the Project? 
-National Green Growth Strategy (Sep. 2012) 
-National Climate Change Strategy (Dec. 2011) 
-National Target Program to Respond to Climate Change Period (Oct. 2012) 

【Effectiveness】  

 Is there high possibility to complete GHG inventories for 2005 and 2010 by the end of project 

period?  Is there any hindering factor to complete those inventories?  How are these factors 

managed? 

 Are the levels of target indicators for the Project Purpose and Outputs of the project appropriate?  

 Does the training and seminars provided in the project contribute to the preparation of the GHG 

inventories? 

 Is training in Japan and third country (Korea) useful in upgrading knowledge and skills of 

participants? Are the training participants applying the knowledge and skills to project activities? 

 Are the documents to guide the procedure for inventory and QA/QC developed by the project 

appropriate and effective? 

 Do counterparts have enough capacity to collect and compile necessary data (Output 1), to promote 

understanding of the GHG inventions (Output 2) and to manage quality assurance/quality control 
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(Output 3)?  

 Have counterparts trained by the project still remained in their respective positions?  

【Efficiency】 

 Are the deliverables developed by the project effective in supporting the preparation of the GHG 

inventories? 

 Have existing human resources and facilities been fully utilized for the implementation of the 

project? 

 Is there any problem in the inputs from Japanese side including Japanese experts, facilities for the 

project and budget? 

 Is there any problem in the inputs from Vietnamese side including counterparts, facilities for the 

project and project budget? 

 Is there any support for the preparation of the GHG inventories from other donors? 

【Impact】 

 Is there high possibility of achievement of Overall Goal of the project, Accurate and reliable 

national GHG inventories are prepared periodically? What are the obstacles, if any? 

 Is  the National Inventory Report (NIR) developed by the project used as a manual for the future 

NIR development by MONRE? 

 Is there any possibility that the Vietnamese government secures sufficient budget to prepare GHG 

inventory on a periodical basis? 

 Is there any impact on the improvement of the national statistic? 

 Are there any positive and negative impacts of the project? 

【Sustainability】 

 Does the Vietnamese Government have any plan/strategy to prepare national GHG inventories 

periodically after the project end? 

 How Vietnamese Government will sustain the GHG inventory preparation system in terms of 

finance, human resources and institutional aspects? 

 Is the implementation of project activities recognized as main tasks of counterparts of the project? 

 Do DMHCC and other counterpart organizations have enough ability to prepare national GHG 

inventories? 

【Other】  

 Is it necessary to adjust the contents of Input, Activities and Output for the remaining project 

period? 

 What kind of further support is needed to strengthen the preparation of GHG inventories? 
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THE PRIME MINISTER 
 

N0  1775/QD-TTg 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom - Happiness 

 
Hanoi, November 21, 2012

 
 
 

DECISION 
Approving Programme on Management of Greenhouse Gases Emissions; 

Management of Carbon Credit Trading Activities to World Market 
 
 

THE PRIME MINISTER 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 
25, 2001; 

At the proposal of the Minister of Natural Resources and Environment, 

 

DECIDES: 

Article 1. To approve the Programme on Management of Greenhouse 
Gases Emissions; Management of Carbon Credit Trading Activities to World 
Market with the following contents: 

I. OBJECTIVES AND SCOPE 

1. Point of Views 

a) Management of GHG emissions 

- The management of greenhouse gas emissions (hereinafter referred to as 
GHGs) must be consistent with strategies and policies, national circumstances, 
and international treaties in which Viet Nam participates, towards the 
development of a low carbon economy, green growth. 

- The management of GHG emissions is done with specific focus and 
priorities, concentrating at each stage on major sources of GHG emissions in the 
energy, agriculture, land use change land use change and forestry (LULUCF) 
and waste sectors. 

- The State ensures necessary resources, encourages and mobilises the 
participation of all economic sectors, international support of finance, and 
technology, capacity building in the management of GHG emissions. 

b) Management of carbon credit trading activities to world market 
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- The management of carbon credit trading activities is strengthened on a 
basis of compliance with regulations of Viet Nam and the world. 

- A domestic carbon market is established and the world market is 
participated in.  

2. Objectives 

a) Management of GHG emissions 

- General objective:  

To manage GHG emissions in order to implement the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and other international 
treaties to which Viet Nam is a party, at the same time take advantage of the 
opportunity to develop a low-carbon economy, green growth and join the 
international community's efforts to reduce GHG emissions, contributing to the 
country's sustainable development. 

- Specific objectives: 

+ To strengthen the national GHG inventory capacity for ministries, sectors 
and localities involved in the national GHG inventory system. To develop and 
operationalise the national GHG inventory system and perform periodically 
inventory every two (02) years according to rules of procedures; 

+ To disseminate and apply potential GHG reduction and GHG absorption 
technologies in Viet Nam; 

+ To develop a framework programme on nationally appropriate mitigation 
actions (NAMAs) of Viet Nam, and register and implement NAMAs. Prepare 
periodic reports on climate change and update GHG emission reduction actions  
in Viet Nam; 

+ To establish and put into operation the measurement, reporting and 
verification (MRV) system at the national level; 

+ To raise awareness and responsibilities of organs at all levels, sectors, 
localities, enterprises and communities; and 

+ To strengthen international cooperation to enlist international support of 
finance, technology transfer in the implementation of the National Strategy on 
Climate Change. 

b) Management of carbon credit trading activities to world market 

－ 83 －



3 
 

- General objective: To manage and monitor the effectiveness of trading 
and transfer of carbon credits generated from mechanisms inside and outside the 
Kyoto Protocol to the world market. 

- Specific objectives: 

+ To improve the quality and efficiency in managing trading activities 
carbon credits generated from the Clean Development Mechanism (CDM) under 
the Kyoto Protocol; to formulate, promulgate relevant regulations, mechanisms 
and policies to enable agencies, organisations, businesses and individuals to 
invest in and trade carbon credits to the market world; 

+ To contribute to the country's sustainable development from benefits 
gained through carbon credit trading activities to the world market. 

3. Implementation scope 

a) Management of GHG emissions 

To manage the emission of 06 GHG in accordance with the Kyoto Protocol 
are carbon dioxide (CO2), Methane (CH4) Nitrous oxide (N2O), 
hydrofluorocarbons (HFCs), Perfuorocarbons (PFCs), sulfur hexafluoride (SF6); 
concentrate on major GHG emissions sources and sinks in Viet Nam in the 
energy, agriculture, LULUCF and waste sectors under the guidance of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 

b) Management of carbon credit trading activities to world market 

To apply to agencies, organizations, individuals and businesses involved in 
consulting the construction implementation of projects and trading of carbon 
credits obtained from GHG emission reduction activities and increased GHG 
absorption ability in Viet Nam. 

This Programme is carried out from now to 2020. The objectives and tasks 
of the programme are prioritised to be implemented in the period from now to 
2015. On the basis of the assessment, review of results, adjustments of the 
objectives, content and requirements for the next period will be proposed. 

II. CONTENTS OF PROGRAMME 

1. Management of GHG emissions 

a) National GHG inventory for base year 2005 and construction of baseline 
emission scenarios 

- To develop a national GHG inventory system with the participation of 
concerned ministries, sectors and localities; to develop, revise, supplement and 
perfect mechanisms of finance, and policies and legal documents, regulations on 
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GHG inventory in accordance with IPCC guidelines for national GHG 
inventories. 

- To implement the national GHG inventory for base year 2005 under the 
guidance of the IPCC. To assess and classify major GHG emission sources and 
sinks in the energy, industrial processes, agriculture, LULUCF and waste sectors. 

- To construct emission baseline scenarios to 2020 for the energy, 
agriculture, LULUCF and waste sectors. 

- To develop plans on periodic national GHG inventories. 

b) Implementation of GHG emission reduction and increased GHG 
absorption capacity targets by 2020 

To implement some specific GHG emission reduction targets in the main 
sectors of energy, transport, agriculture, waste and increased GHG absorption in 
the LULUCF sector by 2020 in accordance with national circumstances and 
conditions and international treaties in which Viet Nam participates. 

- Energy and transportation 

To reduce GHG emissions by 8% compared to base year 2005. 

Activities and measures to reduce emissions: 

+ Increase of energy efficiency and saving; energy conservation; 

+ Development of renewable energy; 

+ Conversion of fossil fuel use in electricity production; 

+ Use associated gas in oil exploitation; 

+ Development of public transport; 

+ Use of LPG to replace gasoline, diesel oil for passenger transportation 
means; 

+ Production of construction materials, and development of urban 
infrastructure. 

- Agriculture 

To reduce GHG emissions by 20% compared to base year 2005 

Activities and measures to reduce emissions: 

+ Application of advanced rice cultivation practices in the direction of 
saving water and reducing input costs; 
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+ Application of technical measures to improve fertilizer use efficiency, 
reduce N2O emissions in rice cultivation; 

+ Application of solutions on energy and fuel saving in preparing soil and 
watering industrial crops, development and application of minimum cultivation 
measures to reduce greenhouse gas emissions; 

+ Collection, recycling and re-use of agricultural by-products. Development 
and application of organic waste treatment technology in the cultivation of 
vegetables, sugar cane, short and long-term industrial crops; 

+ Change of the diet in raising livestock and poultry. Provision of molasses 
-urea blocks (MUB) for dairy cattle; 

+ Application of good agricultural practices in Viet Nam (VIETGAP) in 
animal husbandry; 

+ Use of anti-biotics from bacteria, and intestinal bacteria to reduce GHG 
emissions from livestock; and 

+ Development of biogas technology and system of collection, storage and 
handling of manure in livestock and poultry. 

- Land use, land use change and forestry 

To increase GHG absorption by 20% compared to base year 2005 

Activities and measures to increase the absorptive capacity: 

+ Forest protection; 

+ Afforestation and reforestation; 

+ Promotion of reforestation and natural regeneration; and 

+ Reduction of GHG emissions from deforestation and forest degradation, 
and foster conservation, sustainable management of forests, and enhancement of 
forest carbon stocks (REDD+). 

- Waste 

To reduce GHG emission by 5% compared to base year 2005 

Activities and measures to reduce emissions: 

+ Recovery and use of methane (CH4) from landfills; and 

+ Treatment of industrial wastewater. 
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c) Assessment of technology needs, dissemination and application of 
potential GHG emission reduction and increased GHG absorption technologies 
in Viet Nam 

- Identification and classification of sectors, and evaluation of potential 
GHG emission reduction and increased GHG absorption technologies on the 
basis of the National Strategy on Climate Change, National Action Plan on 
Climate Change, thus contributing to the achievement of sustainable 
development goals in Viet Nam. 

- Identification of barriers to dissemination and application of potential 
GHG emission reduction technologies. 

- Development of a technology action plan; dissemination and application 
of selected potential GHG emission reduction technologies. 

d) Development of framework programme on NAMAs of Viet Nam, 
register and implement NAMAs 

Development of framework programme on NAMAs of Viet Nam including 
key programmes to be taken to reduce GHG emissions and serve sustainable 
development of the country. 

NAMAs operations in Viet Nam are developed with the focus on the 
following priorities: 

- Energy sector 

+ Energy efficiency, conservation and saving; 

+ Conversion of fossil fuel use; 

+ Development of new energy sources, renewable energy; and 

+ Restructure of energy use in the transportation sector, and use of LPG to 
replace gasoline, diesel oil for passenger transportation means. 

- Agriculture 

+ Application of advanced farming practices to reduce GHG emissions in 
agricultural production; 

+ Application and development of organic waste treatment technology in 
agriculture; 

+ Change of diet in livestock and poultry husbandry. Application of 
VIETGAP in livestock husbandry; and 

+ Development of biogas technology in livestock and poultry husbandry. 
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- Land use, land use change and forestry 

+ Afforestation and reforestation; 

+ Promote reforestation and natural regeneration; 

+ Reduction of GHG emissions from deforestation and forest degradation, 
and foster conservation, sustainable management of forests, and enhancement of 
forest carbon stocks. 

e) Development of a MRV system 

MRV systems, including the national and sectoral levels, are developed in 
the early stages of the programme in order to cater to the requirements related to 
national GHG inventory, management of GHG emissions, including the 
construction of the country's emission coefficients. In the next phase, the 
systems will be extended to monitor activities emitting more GHG by sectors 
and meet requirements of data provisions for periodic examination and reports 
as stipulated by the UNFCCC; create favorable conditions for NAMAs. 

e) Information and communication 

Implementation of communication, dissemination and education of 
responsibility and awareness on the management of GHG emissions for the 
target groups including state management agencies from the central to local 
levels, state-owned and private enterprises, and relevant organizations and 
individuals. 

2. Management of carbon credit trading activities to world market 

a) Within the framework of the Kyoto Protocol 

Continuity to review, supplement and perfect the system of legal documents 
to strengthen the management of trading of carbon credits generated from CDM 
projects under the Kyoto Protocol. 

b) Outside the framework of the Kyoto Protocol 

+ Review, supplement of the legal system as the basis for the organization 
and operation of the voluntary carbon credits market; 

+ Development of policies to create conditions for localities, agencies, 
organizations and businesses to invest in projects on trading carbon credits from 
forests in the direction of socialisation of the protection and development of 
forests; mobilisation of social resources for this work; and 
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+ Development of regulations and guidelines on management and 
supervision of trading of carbon credits generated from projects and 
programmes outside the framework of the Kyoto Protocol. 

c) Information and communication 

Organisation of communication and dissemination activities to raise 
awareness, encourage agencies, organisations, businesses, communities and 
individuals to actively participate in carbon credit trading activities under 
mechanisms inside and outside the Kyoto Protocol in accordance with domestic 
and international regulations. 

III. IMPLEMENTATION SOLUTIONS  

1. Supplement, adjust and perfect the legal system 

To review, revise, supplement and perfect the legal system, mechanisms 
and policies for the state management of GHG emissions and carbon credit 
trading activities to the world market in accordance with the new post-2012 
situation. 

2. Increase investment and finance 

- To mobilize financial resources from agencies, organizations and 
individuals at home and abroad participating in GHG emission reduction and 
GHG absorption activities; trading of carbon credits. 

- To upgrade facilities, equipment and technical services for state 
management on GHG emissions and carbon credit trading. 

- To assign ministries, central agencies and localities to develop and 
implement tasks as assigned in the programme, actively develop and synthesise 
funds for the programme implementation at the same time of development of 
annual state budget estimates to submit to competent authorities for 
consideration and decision. 

3. Human resources development 

- To survey and assess the status of human resources for state management 
on GHG emissions and carbon credit trading activities; agencies, organisations, 
businesses, community participating in programmes and projects on GHG 
emission reduction, increased GHG absorption and carbon credit trading 
activities. 

- To enhance state management knowledge for policy-makers, officials on 
the management of GHG emissions and management of carbon credit trading. 
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- To train and educate agencies, organizations, businesses, communities and 
individuals on knowledge for the implementation of activities on GHG emission 
reduction and increased GHG absorption and carbon credit trading activities. 

4. Propaganda and education 

- To diversify and approach in different ways programmes and activities on 
raising awareness and responsibility of state agencies, businesses and 
communities on GHG emission reduction and increased GHG absorption and 
carbon credit trading. 

- To strengthen the leadership, coordination between state management 
agencies and central and local media agencies in the dissemination of 
information on GHG emission reduction and increased GHG absorption and 
carbon credit trading. 

5. Application and development of technology 

Application and development of on GHG emission reduction and increased 
GHG absorption technologies on the basis of technology need assessment, 
research, develop and evaluate a number of potential low cost, effective GHG 
reduction plans, consistent with national conditions in the energy, transportation, 
agriculture, LULUCF and waste sectors. 

6. Enhancement of inspection and supervision 

Building of inspection and supervision capacity for State management 
agencies at the central and local levels for GHG emission reduction and GHG 
absorption activities, and carbon credit trading of localities, agencies, 
organisations, businesses and individuals. 

7. Strengthening of international cooperation 

- Attraction of investment, financial support, technology transfer for GHG 
emission reduction and increased GHG absorption and carbon credit trading to 
develop a low-carbon economy and green growth. 

- Learning and exchange of experience with other advanced countries on 
management of GHG emissions and management of carbon credit trading 
activities on the world market. 

IV. IMPLEMENTATION SCHEDULE AND BUDGET 

1. Implementation progress 

a) 2012 - 2015 period: 
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- To establish a steering committee for the programme implementation, 
adopt regulations and develop detailed plan of implementation of tasks of the 
programme. 

- To prioritize the implementation of following activities: 

+ Communication, education of awareness and responsibility for GHG 
emission reduction of sectors, localities and enterprises; 

+ Establishment of the national GHG inventory system; 

+ Building of a database on national GHG inventory. National GHG 
inventory for base year 2005 under the guidance of the IPCC; 

+ Construction of baseline emission scenarios to 2020 for the energy, 
agriculture, LULUCF and waste sectors; 

+ Research, development, dissemination and application of selected 
potential GHG emission reduction and increased GHG absorption technologies 
in the energy, transportation, agriculture, LULUCF and waste sectors; 

+ Development of framework programme on NAMAs of Viet Nam. 
Research and development of methodology, registration and pilot 
implementation of NAMAs; 

+ Development of national and sectoral NAMA MRV systems; 

+ Communication and dissemination to raise awareness for localities, 
agencies, organisations, businesses and individuals in the development and 
implementation of carbon credit trading in accordance with domestic and 
international regulations; 

+ Review, evaluation and perfection of the legal system, mechanisms and 
policies for CDM projects; 

+ Development of financial mechanisms and policies for the formation and 
operation of carbon markets; 

+ Improvement of capacity of policy-makers, managers of ministries, 
sectors and localities in managing carbon credit trading activities; 

+ Building of a database for the management of carbon credit trading under 
the Kyoto Protocol; 

+ Development of regulations on managing programmes and projects on 
trading of carbon credits outside the framework of the Kyoto Protocol. 

b) From 2016 to 2020: 
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- To continue to implement deeply main content of the programme, 
including: 

+ Raising of awareness and responsibility, strengthening GHG emission 
reduction capacity; 

+ Strengthening of organisational and institutional capacity, policies on 
management, monitoring of GHG emissions; 

+ Implementation of some specific GHG emission reduction and increased 
GHG absorption goals in the energy, transportation, agriculture, LULUCF and 
waste sectors; 

+ Periodic GHG inventory; 

+ Development and application of standards, criteria of energy 
consumption and emissions; 

+ Registry and wide deployment of NAMAs on the basis of successful 
results of pilot NAMAs; 

+ Preparation of periodic reports on GHG emissions and GHG emission 
reduction; 

+ Strengthening of the management of carbon credit trading activities to the 
world market in accordance with national and international context. 

- Review and evaluation of the programme effectiveness. 

- Report to the Prime Minister on implementation results of the programme 
and proposal of work for the next stage. 

2. Funds for programme implementation 

a) Funds for the implementation of tasks identified in a list attached to this 
programme are estimated at VND 220 billion, of which: 

- From State budget: VND 120 billion; and 

- From ODA: VND 100 billion. 

b) Funding for the management and administration of the Scheme shall 
deduct a portion of expenditure under the scheme. 

V. IMPLEMENTATION 

1. The Ministry of Natural Resources and Environment shall take lead and 
coordinate with concerned ministries and sectors in implementing the 
programme; develop plans to implement the programme on schedule; direct, 
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guide and supervise, evaluate programme implementation results by ministries, 
sectors and localities. 

- To promulgate, according to its authorities, or submit to competent 
authorities for promulgation of regulations on methodology, rules of procedures 
for collecting, compiling and reporting data for national GHG inventories under 
the guidance of IPCC. 

- To monitor and supervise the implementation of objectives and targets on 
GHG emission reduction at major sources of GHG emissions and absorption 
under the management of ministries, sectors and localities. 

2. The Ministry of Information and Communications shall direct and guide 
media agencies on dissemination activities to raise awareness and 
responsibilities of agencies, organizations and people in the implementation of 
GHG emission reduction and GHG absorption and carbon credit trading 
activities. 

3. The Ministry of Planning and Investment shall take lead and coordinate 
with concerned ministries, sectors and localities to integrate the issue of 
management of GHG emissions and credit trading activities into the Green 
Growth Strategy in line with general emission reduction orientation of the 
economy as well as low-carbon scenarios developed by ministries, sectors. 
Coordinate with concerned ministries, sectors and localities in mobilizing 
international technical and financial support to help Viet Nam manage GHG 
emissions in each period. 

4. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall take lead and 
coordinate with concerned ministries and sectors to research, develop and 
promulgate documents guiding localities, agencies, organisations and enterprises 
to establish joint-ventures and cooperation businesses for trading carbon credits 
from forests on markets outside the Kyoto Protocol. 

5. The Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Transport, the 
Ministry of Construction shall be responsible for implementing tasks of the 
programme on schedule and effectively; allocate funds from their annual budget 
estimates and raise other sources as stipulated by law for the implementation of 
content and tasks of the programme. 

6. Ministry of Finance shall take lead and coordinate with relevant 
ministries to synthesise fund demand for the implementation of tasks and 
component projects of the programme to submit to the Government for approval 
and fund allocation. 

7. People's Committees of provinces and centrally-governed cities 
collaborate with relevant ministries and sectors involved in national GHG 
inventory to monitor the implementation of the GHG emission reduction goals 
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of sources of emissions and GHG absorption under their management mandate; 
coordinate with relevant ministries to strengthen the management of carbon 
credit trading activities of agencies, organizations, businesses and individuals 
under their management. Actively mobilize more resources and integrate the 
management of GHG emissions into programmes and projects on GHG 
emission reduction and GHG absorption under their management mandate; 
report GHG emission reduction and GHG absorption, carbon credit trading 
activities as stipulated. 

Agencies, organisations and businesses comply with the provisions of the 
State management of GHG emissions and management of carbon credits trading 
and the contents mentioned in this programme. 

In the process of developing specific tasks and projects listed in the 
programme, ministries, sectors and localities shall check to ensure no overlaps 
with tasks and projects listed in the National Target Programme to Respond to 
Climate Change, the Green Growth Strategy in accordance with the general 
GHG emission reduction direction of the economy, and policy framework 
matrix of the Support Programme to Respond to Climate Change. 

Article 2. This Decision takes effect from the date of signing. 

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of the Government 
agencies, Chairmen of the People's Committees of provinces and centrally-
governed cities and relevant organizations and individuals are responsible for 
the implementation of this Decision./. 

 
                                                                               PRIME MINISTER 

 
 
 

(signed and sealed) 
 
 

Nguyen Tan Dung 
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LIST OF PROJECTS AND TASKS UNDER PROGRAMME ON MANAGEMENT OF GREENHOUSE GAS 
EMISSIONS; MANAGEMENT OF CARBON CREDIT TRADING ACTIVITIES TO WORLD MARKET 

(Attached to Decision 1775/QD-TTg dated November 21, 2012 by Prime Minister) 
 

N0 Tasks and projects Execution 
period Lead Agency Coordinating 

Agencies 

1 

To disseminate and educate to raise 
awareness and responsibility on GHG 
emission reduction, carbon credit 
trading of agencies at all levels, 
sectors, localities, community and 
enterprises in accordance with 
national and international regulations 

2012-2020 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Ministry of 
Information and 
Communication, 

relevant ministries 
and sectors, People's 

Committee of 
provinces and 

centrally-governed 
cities 

2 

To establish national GHG inventory 
system 2012-2014 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors 

3 

To research, develop and evaluate 
some plans to implement specific 
GHG emission reduction target in the 
energy sector (including industry) 

2012-2013 
Ministry of 
Trade and 
Industry 

Ministry of 
Construction 

4 
To research, develop and evaluate 
some plans to implement specific 
GHG emission reduction target in the 

2012-2013 Ministry of 
Transportation

Relevant ministries 
and sectors 
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transportation sector  

5 

To research, develop and evaluate 
some plans to implement specific 
GHG emission reduction target in the 
agriculture and LULUCF sectors 

2012-2013 

Ministry of 
Agriculture 
and Rural 

Development

Relevant ministries 
and sectors 

6 

To research, develop and evaluate 
some plans to implement specific 
GHG emission reduction target in the 
waste, construction material 
production, urban infrastructure 
sectors 

2012-2013 Ministry of 
Construction

Relevant ministries 
and sectors 

7 

To research, develop mechanisms and 
policies to support prioritised GHG 
emission reduction plans in the 
energy, transportation, agriculture, 
LULUCF and waste sectors 

2012-2015 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors, People's 

Committee of 
provinces and 

centrally-governed 
cities 

8 

To develop framework programme on 
NAMAs of Viet Nam. Research and 
develop methodology, registration and 
pilot implementation of NAMAs; 

2012-2015 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors 

9 To develop NAMA MRV systems for 
Viet Nam 2012-2015 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors 
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10 

To review, evaluate and perfect the 
legal system, mechanisms and policies 
for CDM projects; 

To develop financial mechanisms and 
policies for the formation and 
operation of carbon markets 

2012-2014 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Ministry of Finance, 
Ministry of Justice, 
relevant ministries 

and sectors  

11 
To develop financial mechanisms and 
policies for the formation and 
operation of carbon markets 

2012-2014 Ministry of 
Finance  

State Bank of Viet 
Nam, Ministry of 
Natural Resources 
and Environment, 

Ministry of Trade and 
Industry, Ministry of 
Agriculture and Rural 

Development  

12 

To research, develop and promulgate 
documents guiding localities, 
agencies, organisations and 
enterprises to establish joint-ventures 
and cooperation businesses for trading 
carbon credits from forests on markets 
outside the Kyoto Protocol 

2012-2013 

Ministry of 
Agriculture 
and Rural 

Development

Ministry of Natural 
Resources and 
Environment, 

relevant ministries 
and sectors  

13 

To build capacity on policy making 
and management of carbon credit 
trading activities in the agriculture and 
forestry sectors 

2012-2015 

Ministry of 
Agriculture 
and Rural 

Development

Relevant ministries 
and sectors 
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14 

To build capacity on policy making 
and management of carbon credit 
trading activities in the energy sector 
(including industry) 

2012-2015 
Ministry of 
Trade and 
Industry 

Relevant ministries 
and sectors 

15 

To build capacity on policy making 
and management of carbon credit 
trading activities in the transportation 
sector  

2012-2015 Ministry of 
Transportation

Relevant ministries 
and sectors 

16 
To build capacity on policy making 
and management of carbon credit 
trading activities in the waste sector 

2012-2015 Ministry of 
Construction

Relevant ministries 
and sectors 

17 

To develop a database of rules and 
procedures of managing programmes 
and projects on trading of carbon 
credits 

2012-2015 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Ministry of Finance 
and relevant 

ministries and sectors

18 

To strengthen organisational and 
institutional capacity, policies on 
management, monitoring of GHG 
emissions; managing carbon credit 
trading activities in accordance with 
national and international context 

2016-2020 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors, People's 

Committees of 
provinces and 

centrally-governed 
cities  

19 To conduct GHG inventory 
periodically 2016-2020 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors 
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20 
To develop and apply standards, 
criteria of energy consumption and 
emissions; 

2016-2020 
Ministry of 
Trade and 
Industry 

Relevant ministries 
and sectors 

21 To develop national/sectoral MRV 
systems for all relevant sectors 2016-2020 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors 

22 
To prepare periodic reports on GHG 
emissions and GHG emission 
reduction 

2012-2020 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors 

23 
To supervise, monitor, evaluate and 
manage the programme 
implementation 

2012-2020 

Ministry of 
Natural 

Resources and 
Environment

Relevant ministries 
and sectors 
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